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平成２３年第３回京丹波町議会定例会（第１号）                              平成２３年 ９月 ５日（月）                             開会  午前 ９時００分 １ 議事日程   第 １ 会議録署名議員の指名   第 ２ 会期の決定              自 平成２３年 ９月 ５日                           １８日間              至 平成２３年 ９月２２日   第 ３ 諸般の報告   第 ４ 行政報告   第 ５ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について   第 ６ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について   第 ７ 議案第５９号 京丹波町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について   第 ８ 議案第６０号 京丹波町立放課後児童健全育成事業設置条例の一部を改正する条              例の制定について   第 ９ 議案第６１号 平成２３年度京丹波町一般会計補正予算（第３号）   第１０ 議案第６２号 平成２３年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１              号）   第１１ 議案第６３号 平成２３年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）   第１２ 議案第６４号 平成２３年度京丹波町水道事業特別会計補正予算（第１号）   第１３ 議案第６５号 平成２３年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号）   第１４ 議案第６６号 平成２３年度京丹波町町営バス運行事業特別会計補正予算（第１              号）   第１５ 議案第６７号 平成２３年度京丹波町土地取得特別会計補正予算（第１号）   第１６ 議案第６８号 平成２３年度国保京丹波町病院事業会計補正予算（第２号）   第１７ 認定第 １号 平成２２年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定について   第１８ 認定第 ２号 平成２２年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の              認定について   第１９ 認定第 ３号 平成２２年度京丹波町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ 
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             いて   第２０ 認定第 ４号 平成２２年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認              定について   第２１ 認定第 ５号 平成２２年度京丹波町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定              について   第２２ 認定第 ６号 平成２２年度京丹波町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ              いて   第２３ 認定第 ７号 平成２２年度京丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に              ついて   第２４ 認定第 ８号 平成２２年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ              いて   第２５ 認定第 ９号 平成２２年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算の              認定について   第２６ 認定第１０号 平成２２年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算の              認定について   第２７ 認定第１１号 平成２２年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算の認定に              ついて   第２８ 認定第１２号 平成２２年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算の認定に              ついて   第２９ 認定第１３号 平成２２年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算の認定に              ついて   第３０ 認定第１４号 平成２２年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算の認定に              ついて   第３１ 認定第１５号 平成２２年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算の認定              について   第３２ 認定第１６号 平成２２年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算の認定に              ついて   第３３ 認定第１７号 平成２２年度国保京丹波町病院事業決算の認定について   第３４ 報告第 ３号 健全化判断比率について   第３５ 報告第 ４号 資金不足比率について   第３６ 報告第 ５号 グリーンランドみずほ株式会社に関する経営状況について 
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  第３７ 報告第 ６号 株式会社丹波情報センターに関する経営状況について   第３８ 報告第 ７号 財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会に関する経営状況につ              いて   第３９ 報告第 ８号 財団法人丹波ふるさと振興公社に関する経営状況について   第４０ 報告第 ９号 財団法人瑞穂町農業公社に関する経営状況について   第４１ 報告第１０号 財団法人和知ふるさと振興センターに関する経営状況について   第４２ 報告第１１号 社会福祉法人わち福祉会に関する経営状況について ２ 議会に付議した案件   議事日程のとおり  ３ 出席議員（１６名）    １番  横 山   勲 君    ２番  岩 田 恵 一 君    ３番  篠 塚 信太郎 君    ４番  梅 原 好 範 君    ５番  森 田 幸 子 君    ６番  村 山 良 夫 君    ７番  山 内 武 夫 君    ８番  東   まさ子 君    ９番  野 口 久 之 君   １０番  坂 本 美智代 君   １１番  原 田 寿賀美 君   １２番  松 村 篤 郎 君   １３番  北 尾   潤 君   １４番  小 田 耕 治 君   １５番  山 田   均 君   １６番  西 山 和 樹 君  ４ 欠席議員（０名）  ５ 説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２１名） 
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  町 長     寺 尾 豊 爾 君   副 町 長     畠 中 源 一 君   教 育 長     朝 子 照 夫 君   会 計 管 理 者     岡 本 佐登美 君   参 事     岩 崎 弘 一 君   参 事     野 間 広 和 君   瑞 穂 支 所 長     山 森 英 二 君   和 知 支 所 長     藤 田   真 君   総 務 課 長     伴 田 邦 雄 君   監 理 課 長     山 田 洋 之 君   企 画 政 策 課 長     中 尾 達 也 君   税 務 課 長     一 谷   寛 君   住 民 課 長     下伊豆 かおり 君   保 健 福 祉 課 長     堂 本 光 浩 君   子育て支援課長     山 田 由美子 君   医 療 政 策 課 長     藤 田 正 則 君   産 業 振 興 課 長     久 木 寿 一 君   土 木 建 築 課 長     十 倉 隆 英 君   水 道 課 長     木 南 哲 也 君   教 育 次 長     谷   俊 明 君   代 表 監 査 委 員     船 越   肇 君  ６ 出席事務局職員（２名）   議 会 事 務 局 長     長 澤   誠   書 記     上 西 貴 幸 
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開会 午前 ９時００分 ○議長（西山和樹君） 皆さんおはようございます。   本日は大変お忙しい中、定刻にご参集いただきありがとうございます。   ただいまの出席議員は１６名であります。   定足数に達しておりますので、平成２３年第３回京丹波町議会定例会を開会いたします。   直ちに本日の会議を開きます。  《日程第１、会議録署名議員の指名》 ○議長（西山和樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。   会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、３番議員・篠塚信太郎君、４番議員・梅原好範君を指名いたします。  《日程第２、会期の決定》 ○議長（西山和樹君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。   お諮りいたします。   今期定例会の会期は、本日から９月２２日までの１８日間といたしたいと思います。   ご異議ありませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（西山和樹君） ご異議なしと認めます。   よって、会期は、本日から９月２２日までの１８日間と決しました。   会期中の予定については、お手元に配付の会期日程表のとおりであります。  《日程第３、諸般の報告》 ○議長（西山和樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。   本定例会に町長から提出されています案件は、議案第５９号ほか２６件です。他諮問、報告があります。   提案説明のため、寺尾町長ほか関係者の出席を求めました。   ８月３１日に議会運営委員会が開催され、本定例会の運営について協議されました。   ８月１０日には、産業建設常任委員会が管外視察研修を実施され、自動車専用道路に隣接する道の駅についての視察研修が行われました。   また、８月２２日、２３日には、総務文教常任委員会が管外視察研修を実施され、原子力
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発電所等について研修いただきました。   ８月２６日には、京都府市町村振興協会主催の市町村議会広報研修会が開催され、広報委員の皆さんに参加していただき、研修をしていただきました。   本定例会までに受理した陳情書を、議員のお手元に配付しております。   また、京丹波町監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたのでお手元に配付しております。   本定例会に、京丹波町ケーブルテレビ自主放送番組録画放送のため、ビデオカメラによる撮影・収録を許可いたしましたので報告いたします。   以上で、諸般の報告を終わります。  《日程第４、行政報告》 ○議長（西山和樹君） 日程第４、行政報告を行います。   寺尾町長。 ○町長（寺尾豊爾君） 皆さんおはようございます。行政報告をいたします。   本日ここに、平成２３年第３回京丹波町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多忙の中、ご参集いただきましてまことにありがとうございました。   また、日ごろ各位には、円滑な町政の推進にご指導、ご支援をいただいておりますことに厚くお礼を申し上げるものであります。   朝夕は幾分過ごしやすくなり、秋の気配が感じられるようになりました。秋の穫り入れも始まり、丹精が報われる実りの多い秋となることを願うものであります。   今期定例会は、私にとりまして初めての通年決算を上程させていただくこととなりました。私は、私に寄せられた期待に応えるべく一貫して住民目線に立った行政運営を目指して取り組んでまいりました。まだまだ道半ばではございますが、さまざまな予算の執行や、それに携わる職員の行動を通じまして、私の目指しますまちづくりの方向性が町民の皆様方にご理解いただけるよう、そしてご支持とご協力をいただけるように、一層の努力を重ねてまいる所存であります。円滑な町政運営にご指導、ご鞭撻をいただけますように、議員各位、町民の皆様に心から深く敬意を表し感謝とお礼を申し上げるものであります。   さて、東日本大震災から間もなく半年が過ぎようとしております。しかしながら、現在もなお多くの方々が厳しい避難所生活を余儀なくされ、さらには、福島第一原子力発電所の事故の収束も依然として目途が立たない中、放射性物質の除染の問題や今後のエネルギー対策
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への道筋も不透明な状況にあります。   ご承知のとおり、本町におきましても、関西電力高浜発電所から２０キロ圏内に一部地域が入ることから、京都府が定めた暫定計画に基づき、現在、地域防災計画の原子力発電所防災計画編を策定すべく取り組みを進めているところであります。   しかしながら、このことは、我が国のエネルギー政策の根幹にかかわる問題であり、国の責任において明確な基準を示すとともに安全確保を担保すべきであり、あらゆる機会をとらえて強く要請してまいりたいと考えております。   なお、町内各地、各団体でお取り組みいただきました福島県双葉町への支援金や、ジャガイモの発送など、皆様の温かいご支援ご協力に改めて感謝申し上げます。   今後とも関係機関と連携を図りながら双葉町をはじめとする被災地の復興支援に取り組んでまいりますので、引き続きご協力いただきますようにお願いを申し上げます。   本年度の主要事業の執行状況につきましてご報告をしてまいりたいと思います。   まず、地域医療の確保についてでありますが、４月１日から和知診療所と和知歯科診療所を国保京丹波町病院と一本化して運営しており、おおむね順調に推移いたしております。   なお、旧瑞穂病院の解体撤去につきましては、８月４日に設計を発注し、解体工事の発注は１０月を予定いたしております。   町営バスの運行につきましては、須知高校への支援として現在まで８名の方に通学助成金を交付したところであります。今後とも地元唯一の高校として積極的に支援を行ってまいりたいと考えております。   また、デマンドバスを含む新たな交通手段の確保につきましては、８月２６日に京丹波町交通手段確保に関する懇話会から、「あるべき生活交通の姿」についての意見書をいただいたところでありますが、今後いただきました意見書をもとに、社会実験を行うなど住民ニーズに合った生活交通の確保を目指してまいります。   次に、丹波パーキングエリアを活用した地域振興拠点施設の整備計画でありますが、現在、基本計画策定委員会及びワーキング会議により積極的な議論をいただいており、１０月末に予定しております第４回策定委員会において、施設規模や内容等の基本計画をまとめることといたしております。   住宅改修補助制度につきましては、７月末時点において５０件の申請があり、交付決定額は３７３万２，０００円で、総事業費は４，８０８万円となっております。   さらに、多くの方々に制度を活用いただくため、ケーブルテレビの文字放送や８月の広報お知らせ版で、再度の広報を実施したところであります。 
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  畑川ダムの整備につきましては、平成２４年度の完成に向け順調に工事が進められており、８月２５日には、ダム本体のコンクリート初打設式及び安全祈願祭が執り行われたところであります。   また、ダム周辺整備につきましては、現在、地元関係者とともに基本計画の策定を進めているところであります。   「京丹波町観光協会」につきましては、７月１日に設立し、現在、町の観光情報が効果的に発信できるよう情報の収集・整理が行われているところであります。なお、１１月６日開催の「京丹波・食の祭典」では、観光協会にも後援をいただき、食文化をはじめとする京丹波町の観光ＰＲを行う予定であります。   また、「京都府立林業大学校」開校に向けての状況でありますが、７月２６日には京都市内で学校説明会、８月２１日には京都府森林技術センター及び京丹波町和知支所において、オープンキャンパスが開かれたところであります。大学校施設の一部として利用される和知支所２階の会議室改修工事につきましては、現在、設計業務中であり、工事発注は１０月を予定しております。   なお、学生の下宿情報の収集につきましては、８月に区長様を通じてチラシを全戸配布し、町民の皆様にご協力をお願いしているところであります。   次に、本町で９年ぶりの開催となりました第４１回全日本中学生ホッケー選手権大会についてでありますが、８月１２日から１５日までの期間中、全国７つのブロック予選を勝ち抜いた精鋭４８チーム、７２０名の選手・監督が来町し、熱戦が繰り広げられたところであります。   地元代表として出場いたしました蒲生野中学校男子、瑞穂中学校女子は、いずれも決勝トーナメントで優勝校と対戦し、惜しくも敗れたものの大勢の町民の皆様のご声援を受け、大いに健闘いただいたところであります。   また、国民文化祭への取り組み状況でありますが、出演団体も決定して、現在、舞台の最終調整に入っております。音響設備などの改修も順調に進んでおりまして、町民の皆様から温かいご支援のお言葉をお聞きするたびに、「人形浄瑠璃の町・京丹波町」が浸透してきたと喜んでおります。   祭典当日は、特急電車の上下線各４本が和知駅に臨時停車することとなっております。多くの皆さんのご来場を期待するところであります。   なお、地域支援に関しまして「町長と語るつどい」の開催状況でありますが、本日までに１９会場が終了し、和知地区の３会場を残すのみとなりました。各会場とも多くの住民の皆
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さんにご参加いただき、貴重なご意見、あるいはご提言をいただいているところであり、今後の町政に反映してまいりたいと考えております。   最後に、来年度の地方財政に関してでありますが、今年は震災対応と政権移行期の関係から概算要求が１カ月遅れとなるところであります。したがいまして、現時点では来年度の地方財政の規模などは不明でありますが、先日示されました「概算要求に向けた作業手順」によりますと、震災復興関係費を除く歳出の大枠は「中期財政フレーム」を受けて平成２３年度予算の枠組みを維持する内容となっており、社会保障費の自然増分等に対応するために、義務的経費や地方交付税交付金などを除く政策経費を一律１割削減することとされたところであります。   こうしたことから、全体的には一般財源総額については、おおむね平成２３年度の水準が見込まれるものと考えておりますが、公共事業等への影響が懸念されるところであります。   本町におきましては、今後とも足元を見据え、合併特例期間である平成２７年度までを目途に一層の行財政改革に努めてまいりたいと存じております。   以上、行政報告とさせていただきます。 ○議長（西山和樹君） これで行政報告を終わります。   お諮りいたします。   ただいまから上程になります日程第５、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてから日程第３３、認定第１７号 平成２２年度国保京丹波町病院事業決算の認定についてまでの議案につきましては、本日は提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は後日の日程にいたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（西山和樹君） ご異議なしと認めます。  《日程第５、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について～日程第３３、認定第１７号 平成２２年度国保京丹波町病院事業決算の認定について》 ○議長（西山和樹君） これより日程第５、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてから、日程第３３、認定第１７号 平成２２年度国保京丹波町病院事業決算の認定についてまでを一括議題といたします。   町長の提案理由の説明を求めます。   寺尾町長。 ○町長（寺尾豊爾君） それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要
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を説明いたします。   諮問第１号及び諮問第２号につきましては、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。   本年１２月３１日をもって任期満了となります谷碩子委員、和久田正八委員をともに再推薦したいので議会のご意見をお聞きするものであります。   お二方とも、人権啓発や人権相談など積極的に活動いただいているところであり、ご同意賜りますようにお願いを申し上げます。   次に、条例案件でありますが、議案第５９号 京丹波町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につきましては、要望の多い乳児保育及び広域入所に対応できるよう所要の改正を行うものであります。   議案第６０号 京丹波町放課後児童健全育成事業設置条例の一部を改正する条例の制定につきましては、瑞穂地区で実施しております「のびのび児童クラブ２組」の事業実施場所を、「山村開発センターみずほ」から「旧桧山保育所」に変更するものであります。   次に補正予算案件でありますが、議案第６１号 平成２３年度京丹波町一般会計補正予算（第３号）につきましては、補正前の額１０６億３０万円に、今回、９億１，８６０万円を追加し、補正後の額を１１５億１，８９０万円とすることをお願いするものであります。   今回の補正予算は、平成２２年度決算見込みによる繰越金及び本年度の普通交付税の確定等を受けまして、財政健全化対策を主眼とした編成といたしております。   主な事業では、今後の財政需要に備えるため、財政調整基金積み立て事業に３億４，１５０万円、先行取得用地活用対策基金積み立て事業に４億１，２８４万９，０００円を計上したところであります。   このほか、４月の人事異動等に伴う人件費の精査を行うとともに、東日本大震災において、殉職された多数の消防団員の公務災害補償の財源確保のための追加負担金２，０５２万円、集会所の新築や改修、備品購入などを支援する自治振興補助金に１，５５０万７，０００円、京丹波町情報センターの自家発電システムの工事費増額分として１，５１９万円、ケーブルテレビ加入者設備の保守業務追加分として１，５４３万５，０００円を計上いたしております。   また、保健福祉面では、今回、在宅高齢者等生活支援事業として、福祉タクシー導入の社会実験を行うこととし、委託料１２０万円を計上しております。   外出支援サービスの需要が多い丹波地区において、福祉有償運送業者に加えて、町内交通機関に委託するものであります。 
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  農林業の振興面では、有害鳥獣対策事業として、事業量の増加等に伴い２，０５１万２，０００円を追加計上したほか、農地・水・環境保全向上対策事業として、農業用水路や農道等の補修、更新などの取り組みを行う活動組織への市町村負担金８２６万５，０００円を計上しております。   土木費では、今回、道路新設改良事業として測量設計監理業務等委託料２，０２０万円を追加計上いたしております。主に丹波パーキングエリアと一体的な地域振興拠点施設整備にかかる用地測量、地質調査及び埋蔵文化財調査のための委託料として１，７００万円を計上したところであります。   また、災害復旧でありますが、去る５月２９日の豪雨による農地、林道及び町道の災害復旧事業費として１，７６１万５，０００円を計上したところであります。   歳入につきましては、普通交付税の確定による追加額３億４，９６１万２，０００円、前年度繰越金の追加額６億３，２４６万５，０００円、臨時財政対策債の減額７，３００万円を主なものとして、関連する特定財源の精査により編成したものであります。   次に、議案第６２号 京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）では、事業勘定において補正前の額１８億３，７２３万８，０００円に８８１万２，０００円を追加し、補正後の額を１８億４，６０５万円とすることとしてお願いをいたしております。   国保税の本算定による減額のほか、前年度繰越金の確定、疾病予防事業における糖尿病重症化予防事業の取り組みや、過年度分の医療給付費等負担金の精算による返還金等について所要の補正を行うものであります。   議案第６３号 京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）では、事業勘定において、補正前の額１８億３，５６５万８，０００円に１，７６０万８，０００円を追加し、補正後の額を１８億５，３２６万６，０００円とするものであります。ミニデイサービス事業における委託料の精査、給付費準備基金への積立及び過年度分の精算による国・府支出金の返還金などについて計上したものであります。   また、老人保健施設サービス勘定では、予算総額に増減は生じないものの、議会の議決を要する職員給与について、予算の組み替えを行うものであります。   議案第６４号 京丹波町水道事業特別会計補正予算（第１号）では、補正前の額１６億１５０万円に１，３９０万円を追加し、補正後の額を１６億１，５４０万円とするものであります。主に工場増設に係る加入分担金の増額のほか、前年度繰越金の確定に伴う基金積立及び和知西部地区の配水管測量設計業務に係る委託料を計上したものであります。   議案第６５号 京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号）では、補正前の額１０億
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９，１００万円に２４万９，０００円を追加し、補正後の額を１０億９，１２４万９，０００円とするものであります。前年度繰越金の確定及び事務費の精査等を行うものであります。   議案第６６号 京丹波町町営バス運行事業特別会計補正予算（第１号）では、補正前の額８，７３６万１，０００円に８７万２，０００円を追加しまして、補正後の額を８，８２３万３，０００円とするものであります。人件費の精査を行うものであります。   議案第６７号 京丹波町土地取得特別会計補正予算（第１号）では、補正前の額１億３，１２５万５，０００円から１９６万４，０００円を減額し、補正後の額を１億２，９２９万１，０００円とするものであります。５月に土地開発公社から買戻しを行った京都縦貫自動車道関連事業用地購入費の精査であります。   議案第６８号 国保京丹波町病院事業会計補正予算（第２号）では、収益的収支について７，２４５万６，０００円を減額し、補正後の収益的収入を１２億１，３６４万４，０００円、収益的支出を１３億１，６００万７，０００円とし、資本的収入において２，４１５万円を減額し、資本的支出においては２，０１６万５，０００円を減額し、補正後の資本的収入を１億２，３１２万７，０００円に、資本的支出を１億５，７４３万５，０００円とすることをお願いしております。   収益的収支においては、主に外来収益及び人件費、あるいは材料費などの精査を行ったものであり、資本的収支においては、国の予算配分によるへき地医療拠点病院補助金の減額によりエックス線テレビ装置の購入費を減額したものであります。   なお、資本的収支の補正額において、不足する３９８万５，０００円は、過年度分損益勘定留保金で補てんすることといたしております。   続きまして、平成２２年度決算認定議案につきましては、概略ご説明申し上げたいと思います。   平成２２年度は、行政報告でも申し上げましたが、私にとりまして初めての予算編成でありました。町民の皆様にお約束しました「安心・活力・愛のあるまちづくり」の実質的なスタートの年度として、役場内においては、企画政策課と医療政策課の設置、また地域支援室の新設など、重要施策の実現に向けた体制づくりを行うとともに、「全体区長会」あるいは「町長と語るつどい」の開催などを通じまして、まちづくりの課題を共有し、信頼で結ばれた住民自治によ地域づくりを積極的に支援してまいりました。そして、地域医療の確立に向けた医療等審議会の設置や町営バスの土曜日運行、また、住宅用太陽光発電システムの施設補助、あるいは丹波パーキングエリア企画調査などの新規事業に加え、学童保育の対象年齢の拡大やケーブルテレビ全町開局に向けた事業の推進、さらには瑞穂地区内の小学校統合と、
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みずほ保育所開所に向けた建設事業などに積極的な取り組みを進めてまいったところであります。   おかげをもちまして、それぞれの事業が無事完成、あるいは着実な進展をしておりますこと、ひとえに議員各位はじめ、町民の皆様のご理解とご協力のたまもので、ここに改めて深く感謝申し上げる次第であります。   一方、国におきましては、円高・デフレの進行による厳しい雇用・経済情勢を背景に、子ども手当や高校授業料無償化等の施策により、内需主導による経済成長を目指す一方、平成２２年６月には、「強い経済」あるいは「強い財政」「強い社会保障」の一体的実現を目指した「新成長戦略」が閣議決定され、１２月には「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」を受けて、「地域活性化・きめ細かな交付金」及び「住民生活に光をそそぐ交付金」の創設、さらに、地方交付税の追加交付が行われたところであります。   本町におきましては、道路改良事業や町営バス購入など、本町の実情に応じた事業を推進する追加予算を編成し、経済対策の実施に努めてまいったところであります。   このような情勢の中、一般会計の決算は、歳入１３６億３７１万円、歳出１２７億５，８８６万円、うち翌年度への繰越財源１億６，２３８万円を差し引いた実質収支では、６億８，２４６万円の黒字となりました。   これに、京丹波町病院事業会計を除く１５特別会計を加えた決算総額は、歳入２０２億１，３９８万円、歳出１９３億５１８万円、実質収支は７億３，５５８万円の黒字となっております。   なお、一般会計における平成２１年度の黒字となった実質収支額２億７，８８５万円を差引いた単年度収支は４億３６１万円の黒字であります。   一般会計の主な執行面でありますが、総務費では財政健全化対策として、土地開発公社先行取得用地の債務縮小に向けた土地の買戻しに１億６，５５０万円、同じく先行取得用地活用対策基金の積み立てに２億９，１７３万円を執行しております。   また、今後の財政需要に備えるための財政調整基金の積み立てに５億９，２０７万円、合併特例債を活用した振興基金積立事業には、１億６，４１９万円、さらに住民生活に光をそそぐ基金の積み立てに１，８００万円を執行しております。   なお、地域コミュニティを育む自治振興補助金には、公民館の改修費や複写機購入費を主なものとして、１５の自治会などに４７６万円を執行したところであります。   民生費では、少子高齢化が進む中、高齢者や障害者の方々が安心して快適に暮らすことのできる環境づくりと、児童福祉における次世代育成の充実に配慮した予算執行に努めたとこ
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ろであります。障害者の自立支援事業に２億５，７５６万円、介護保険事業には２億７，５０４万円、後期高齢者医療制度に係る京都府後期高齢者医療広域連合への医療給付費負担金や特別会計繰出金などの関係経費に２億３，７１６万円を執行しております。   また、児童手当と子ども手当に２億２，４１３万円、保育施設整備事業として、みずほ保育所の建設事業に３億５，２５２万円を執行しております。   なお、本町の独自施策として、中学校卒業までの医療費について月額２００円の負担とする子育て医療費助成につきましては、３，５９６万円を執行したところであります。   保健衛生費では、町民の皆様が健康で生き生きとした生活を送っていただけるよう、健康診査や予防事業などの保健活動を積極的に推進しており、特に本町では、各種の健診事業について、住民負担を無料として運営しております。これらの経費として母子保健事業に８８５万円、生活習慣病に着目した特定健康診査等事業に１，２６７万円、後期高齢者健康診査事業に６５０万円、適正な介護予防事業を実施する高齢者実態把握事業に４０２万円、がん検診事業等に３，９５６万円を執行しております。   また、医師・看護師不足や医療費抑制施策など、厳しい対応が求められております病院等の診療所費では、３億３，１８８万円を執行いたしております。   本年４月から和知診療所と和知歯科診療所を国保京丹波町病院と一本化した運営により、一層、地域医療の充実と経営の効率化に努めてまいります。   不法投棄、水質保全、地球温暖化対策など重要な政策課題となっております環境衛生面では、下水道会計の繰出を含めまして４億８，７３６万円、清掃費に船井郡衛生管理組合の分担金を主なものとして２億９，３３３万円、簡易水道費に３億２，０４９万円を執行しております。   環境問題に対する意識を高め、ごみの減量化やリサイクルの推進に努めるとともに、畑川ダム建設事業とともに、統合簡易水道事業の促進など、安全で安定した水道施設の整備に努めたところでございます。   平成２２年度から新エネルギー導入促進事業として取り組みを進めております住宅用太陽光発電システム設置補助金につきましては、３０件で３３１万円を執行しております。   労働費では、国の緊急経済生活支援対策事業を受けて、丹波自然運動公園協力会やシルバー人材センターへの委託事業などによりまして、６２名の雇用創出を図りまして、１，４２０万円を執行いたしました。   農林水産業費につきましては、担い手の減少と高齢化の進行による農地の荒廃、あるいは集落営農機能の低下が懸念される中、担い手の連携による農地保全や黒大豆、小豆、そば、
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京野菜等の特産振興、営農組織への支援など、生産性の高い農業の実現に引き続き努めたところであります。   中山間地域等直接支払交付金事業に１億１，７３１万円、紫ずきんや京かんざしなどの産地形成を目指す京野菜こだわり産地支援事業に２，４４３万円、黒大豆、小豆、そば、京野菜等の特産物等作付奨励金１，４３２万円、農地・水・環境保全向上対策事業に１，０４２万円を執行し、地域ぐるみの共同活動や営農活動支援を積極的に行うとともに、有害鳥獣被害防止対策として、防除施設助成を中心に１，３４９万円を執行しております。   このほか、農業農村整備事業として天満宮大池改修事業に４，１９３万円、南丹区域農用地整備事業負担金１，９７３万円など、農業振興及び農業生産基盤整備などの農業施策全般では、５億７，１２０万円の決算となっております。   また、農村情報整備事業（ＣＡＴＶ）につきましては、ＩＰ告知放送システム整備工事のほか、加入者設備整備工事、自主放送設備デジタル化整備工事などを行い、９億１，５１７万円を執行しております。   林業費では、森林の多面的機能の保全と森林整備地域活動の促進、有害鳥獣捕獲対策、森林管理道開設等の林業振興対策に１億４，０３０万円を執行し、将来を見据えた森林環境の保全整備、育成に努めたところでございます。   商工費では、低迷する消費経済の影響を受ける商業、あるいは中小企業に対する信用保証料補助金や融資利子補給、商工会への小規模事業経営支援事業助成などの商工振興対策に２，７３９万円を執行し、商工業者の経営安定に努めたところであります。   土木費では、畑川ダム建設促進に伴うダム関連事業に７，０２７万円を執行するとともに、道路維持や新設改良費に４億６，５１２万円、都市公園整備事業には、８，８３９万円を執行しております。特に、生活基盤である道路改良事業では、今後とも計画的な整備に努めてまいります。   消防費では、京都中部広域消防組合負担金２億４，１９１万円、消防団の運営費に８，６３２万円のほか消防車両４台の更新及び防火水槽５基の設置など、消防施設費に６，８６５万円を執行しております。今後とも、安心・安全なまちづくりの基盤整備に努めてまいります。   教育費では、対前年比６４．１％増の総額１６億３，６１３万円を執行しております。   平成２２年度におきましては、町合併以前からの懸案事項でありました旧瑞穂地区の小学校統合が関係各位のご協力により、無事完結したところであります。改めて感謝を申し上げるものであります。 
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  桧山小学校校舎改修及び屋内運動場改築事業等に６億４，０１６万円、瑞穂中学校屋内運動場改築事業に２億９，５４８万円を執行したほか、それぞれの分野において必要となります学校運営、教育振興、社会教育の推進に所要の額を執行いたしております。   以上、主たる決算概要について申し上げさせていただきましたが、次に普通会計をもとにした財政構造面について申し上げたいと思います。   町税では、前年度に比べ１，６８５万円減額の１６億９，１７７万円となりました。これは、町民税の個人分の納税義務者数及び所得の減少による影響が大きな要因でありますが、徴収率につきましては、現年度が前年度の９６．９５％から９７．１１％と０．１６％上昇し、滞納繰越分は１２．７８％から１３．２１％と０．４３％上昇いたしました。   平成２２年４月から滞納整理業務を京都地方税機構において専門的に実施しており、その効果があらわれてきたものと考えております。今後とも税負担の公平性を確保する観点から、さらに努力を重ねてまいりたいと考えております。   一方、滞納処分等の取り組みを行いながら法令の根拠に照らし、町税８４４万円、国保税４８２万円を不納欠損処分とさせていただきました。貴重な自主財源が徴収に至らなかったことは、誠に申しわけなく思うわけでございますが、ご理解いただきますようにお願いを申し上げます。   譲与税・交付金関係では、自動車重量譲与税のエコカー減税の影響などを含め、前年度に比較しまして４，７９１万円減額の４億２，７０４万円、地方交付税では、普通交付税が「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」に基づく雇用対策・地域資源活用臨時特例費２億４，３８５万円の算入要素を含め３億５，１６８万円増額の４９億６，２０８万円、特別交付税では、６億２，４１９万円と前年度に比較して５，１６６万円の増額となっております。   また、歳出面では、前年度に比べ支出を拘束する人件費で２，６７８万円の増額、公債費では、２億２，８５７万円の減額となり、扶助費で１億８，２９１万円の増額はありますものの、義務的経費全体では、１，８８８万円の減額で４２億７，６３１万円の決算であります。   投資的経費では、ケーブルテレビ拡張整備事業や瑞穂地区小学校統合に係る校舎及び屋内運動場改修事業、また瑞穂中学校屋内運動場改修事業、さらに、みずほ保育所整備事業などにより、１４億９，１１１万円増額の３４億５，６７１万円の決算となっております。   このような決算状況の中、財政構造の指標となります経常支出比率は、前年度比４・４ポイント減の７８．５％、実質公債費比率は１．８ポイント減の１７％となり、財政健全化対
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策の効果があらわれてきたところであります。   しかしながら、これら指標の算定に大きなウエイトを占める普通交付税につきましては、合併特例による交付となっているほか、経済対策として上乗せがなされておりますので、これら特例措置の終了及び将来の財政需要を念頭に、さらに行財政改革に努めてまいる所存であります。   また、特別会計の決算状況につきましては、１５特別会計で歳入総額６６億１，０２６万円、歳出総額は６５億４，６３２万円で、実質収支は５，３１２万円となっております。   国保京丹波町病院事業会計では、消費税を除いた収益的収支では、総収入額８億９６万円、総支出額は８億３９１万円で、収支差し引き２９５万円の純損失となりました。   前年度の純損失４４６万円から収支は改善いたしましたが、繰越欠損金は１億５，１９０万円となりました。今後とも一層の経営改善に努め、単年度黒字を目指してまいります。   なお、資本的収支では、収入総額１億１，１７５万円に対しまして、支出総額は１億１，７３４万円となり、収支差額５５９万円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしたところでございます。   以上、申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。   提案させていただきました議案は２９件であります。細部につきましては、会計管理者、または所管する課長から説明いたさせますので、何とぞ慎重にご審議賜りまして、原案にご賛同いただきますように、よろしくお願いを申し上げます。   ありがとうございました。 ○議長（西山和樹君） 補足説明を担当課長から求めます。   説明は日程順にお願いをいたします。   下伊豆住民課長。 ○住民課長（下伊豆かおり君） 人権擁護委員候補者の推薦につきまして、先に町長より説明がございましたので、私のほうからは諮問第１号、第２号を読み上げまして補足説明とさせていただきます。   諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について   下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 記   住所 京都府船井郡京丹波町質美谷垣内８８番地   氏名 谷碩子 昭和２０年３月２５日生まれ 
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  平成２３年９月５日提出   京丹波町長 寺尾豊爾   提案理由 人権擁護委員の任期満了に伴い人権擁護委員候補者を推薦する必要があるため。    諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について   下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 記   住所 京都府船井郡京丹波町長瀬西ノ元３７番地   氏名 和久田正八 昭和２５年１月２５日生まれ   平成２３年９月５日提出   京丹波町長 寺尾豊爾   提案理由 人権擁護委員の任期満了に伴い人権擁護委員候補者を推薦する必要があるため。   以上でございます。   それぞれ裏面にお二方の主な職歴等を記載しておりますので、人権擁護委員候補者としての再推薦につきまして、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長（西山和樹君） 山田子育て支援課長。 ○子育て支援課長（山田由美子君） おはようございます。   私のほうからは、議案第５９号 京丹波町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。   今回の条例の改正につきましては、一つには、近年社会情勢の変化等により、以前より要望がございました１歳未満の乳児の受け入れを可能とするため、入所条件を「幼児」から「乳幼児」と改めるものでございます。   また、現在、児童福祉法第５６条の６第１項の規定に基づき、京丹波町保育所の実施に関する条例により実施しております京丹波町から他の市町村の保育所への入所の依頼、また、他の市町村から本町保育所への入所の受け入れを実施しております広域入所につきましての整合を図るため、所要の改正を行うものでございます。   ページをめくっていただきまして、第１条の「京丹波町に居住する幼児（満１歳から小学校就学の始期に達するまでのものをいう。）」を「乳児又は幼児」に改めるものでございます。   それでは、議案を読み上げまして説明とさせていただきます。 
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  議案第５９号 京丹波町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について   京丹波町立保育所設置条例（平成１７年条例第１１２号）の一部を改正する条例を、次のように定める。   平成２３年９月５日提出   京丹波町長 寺尾豊爾   提案理由 要望の多い乳児保育及び広域入所に対応するため所要の改正を行うものです。   以上、簡単ではございますが、提案理由の補足説明とさせていただきます。   ご審議を賜りお認めいただきますようお願いいたします。 ○議長（西山和樹君） 谷教育次長。 ○教育次長（谷 俊明君） それでは、議案第６０号 京丹波町放課後児童健全育成事業設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。   冒頭、町長の提案理由にあったとおりでございますが、瑞穂地区内におけます学童保育につきましては、これまで山村開発センター内で実施をしてまいりました。   今回、旧桧山保育所を一部改修し活用することで、現在進めているところでございます。   したがいまして、その実施場所を変更いたしますことから、今回提案をさせていただいたものでございます。   変更いたします内容は、次のページをめくっていただきますと記載がございますように、現在の「のびのび児童クラブ２組」でございますが、京丹波町大朴乗次１番地から京丹波町和田丸戸３番地に改めさせていただくものでございます。   なお、施行日は平成２３年１０月１日からといたしております。   以上、まことに簡単ではございますが、議案第６０号の補足説明とさせていただきます。  よろしくお願いをいたします。 ○議長（西山和樹君） ただいまから暫時休憩といたします。   開始、再開の時刻は１０時２０分といたします。 休憩 午前 １０時０４分 再開 午前 １０時２０分 ○議長（西山和樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長（西山和樹君） 伴田総務課長。 ○総務課長（伴田邦雄君） それでは、議案第６１号 平成２３年度京丹波町一般会計補正予算（第３号）につきまして、補足説明を申し上げたいと思います。   今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算に９億１，８６０万円を追加いたし
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まして、補正後の額を１１５億１，８９０万円とすることについてお願いするものでございます。   概要といたしましては、町長の提案理由の説明にございましたとおり、平成２２年度の決算見込みによる繰越金、それから本年度の普通交付税の確定等によりまして、８億９，７００万円余りの一般財源が確保できましたことから、今後の財政需要に備えるための財政調整基金への積み立てのほか、課題となっております土地開発公社債務の縮小に向けました先行取得用地活用対策基金への積立など、財政健全化対策を主眼とした編成とさせていただいたところでございます。   それでは、ページをめくっていただきまして、第１表につきましては、後ほど事項別明細書により説明をさせていただきたいと思います。   ６ページでございますが、第２表、地方債の補正でございます。内容は、後ほど事項別明細書の８ページの町債のところでご確認をいただきたいと思いますけれども、一つは臨時財政対策債でございまして、７，３００万円を減額させていただいております。臨時財政対策債につきましては、ご承知のとおり普通交付税の振替措置として措置がなされておるものでございますが、２３年度分が確定いたしましたので、その額まで減額をさせていただいたところでございます。   次の災害復旧事業費でございますが、５１０万円を新規に計上させていただいております。これにつきましては、５月の豪雨によります林道大谷線の災害復旧工事、及び町道黒田峠線、大迫上乙見線、坂原中線の災害復旧工事に係るものでございます。合計では６，７９０万円の減額となりまして、補正後の発行額は９億２３０万円とさせていただいております。このうち交付金の算入につきましては、約８４％の７億５，７７０万円余りが交付税算入をいただける地方債となっているところでございます。   次に、補正予算の重立った項目について説明をさせていただきたいと思います。   事項別明細書の９ページをお願いをいたします。   まず、歳出からでございますが、人件費関係につきましては、各費目を通じまして４月の人事異動にかかる精査を行っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。   １０ページの下段の財産管理費でございますが、１７節、公有財産購入費の減額４０１万円につきましては、５月の臨時会でお世話になりました土地開発公社の先行取得用地の買い戻しの精査分でございまして、蒲生野地内のビジョンダンマークの奥にございますまちづくり推進事業用地８，２３３平米の購入費の精査でございます。   次に、最下段の積立金でございますが、冒頭に申し上げましたが、２２年度の決算見込み
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による繰越金や普通交付税の確定等による一般財源の増加分を、今後の財政需要に備えるために、財政調整基金に３億４，１５０万円、先行取得用地活用対策基金に４億１，２８４万９，０００円を積み立てることとしておるところでございます。   また、１１ページの２行目でございますけれども、繰出金の１９６万４，０００円の減額につきましては、土地取得特別会計繰出金の減額でございますが、同じく本年５月に土地開発公社から買い戻しを行いました才原地内の京都縦貫自動車道関連事業用地６，１１９平方メートルの購入費の精査に係るものでございます。   次の支所費の１３節、委託料の測量設計監理業務等委託料２４２万８，０００円でございますが、これにつきましては、和知支所の財産管理分でございますけれども、一つは本庄馬森地内の町の住宅用地にかかわりまして、未登記となっておりました道路部分につきまして、今回分筆登記を行うための費用といたしまして１５６万１，０００円、それから市場石橋地内の町有地につきまして、売却処分に向けた境界確定と実地測量を行うための費用８６万７，０００円がその内訳でございます。   次に、１２ページの１段目でございますが、地域振興事業費の自治振興補助金につきましては、町内１３区に対するものであります。集会所の新設２件のほか、バリアフリー化４件、このバリアフリー化につきましては、主にトイレの段差の解消等でございます。   それから、屋根の改修１件、グラウンドゴルフ場整備１件、エアコンの設置工事４件、複写機の購入１件という内容でございますが、これらにつきまして補助するものでございます。   次に、税務総務費の最下段の償還金利子及び割引料２３０万円でございますが、これにつきましては、過誤納金の返還金でございますけれども、法人税の予定納税分の還付、それから固定資産税の地目訂正による還付という内容でございます。   次に、１４ページでございますが、下段の老人福祉費の１３節、委託料の外出支援事業委託料１２０万円でございますが、これにつきましては、提案理由にもございましたけれども、今回、福祉タクシーの導入実験ということでございまして、丹波地区におけます外出支援事業を福祉有償運送業者に加えて町内の交通機関に委託をすると、そういうものでございます。   それから、１５ページの上段の児童福祉総務費の備品購入費１０１万４，０００円でございますが、これにつきましては、国の児童虐待防止対策緊急強化事業というのを受けまして、児童の安全確認を行うための専用車両の購入、それから、一般備品につきましては、京都府との情報共有に向けまして個別を管理するためのノートパソコンの購入をするものでございます。   それから、１６ページでございますけれども、上段は保育所費となっております。その中
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の１３節の委託料でございますが、測量設計監理業務等委託料２３１万円につきましては、上豊田保育所の屋根の耐震補強工事の設計委託料。その下の工事請負費１５６万９，０００円につきましては、下山分園の屋外遊具の更新となっております。   さらに、その次の備品購入費につきましては、上豊田保育所とみずほ保育所の遊戯室の教材備品でございます。   また、車両購入費につきましては、わち保育所の園外保育用に１０人乗りワゴン車を導入するものでございます。   なお、これら遊具や備品購入につきましては、「京都府こども未来基金補助金１０分の１０」でございますが、これにより実施をするものでございます。   それから、少し飛びまして１８ページをお願いしたいと思います。   上段の中ほどの診療所費の１９節、負担金補助及び交付金で、病院事業会計運営補助金９８２万３，０００円でございますが、内容といたしましては、和知診療所分として８１９万２，０００円、和知歯科診療所分といたしまして１６３万１，０００円となっております。特に、和知診療所分におきましては、医療体制の変更に伴いまして、臨時医師の賃金の増額分、あるいは国保の特別調整交付金の算定におけますへき地診療所の種別変更がございまして、これによる減額となる交付金部分を増額をさせていただいたところでございます。   次に２０ページでございますが、農業振興費の１３節、委託料の野生鳥獣被害防止施設設置委託料２，０１２万２，０００円の増額につきましては、国の交付金の増額配分に対応した事業量の変更等に伴う追加ということでございます。   具体的には、保井谷農家組合の金網フェンス及び電気柵２．８キロメートル、さらに大朴農家組合の金網フェンス２．９キロメートル分につきまして、町が実施主体となりまして実施するというものでございます。   また、１８節の備品購入費の１８万５，０００円につきましては、シカ、イノシシ用の捕獲施設５基分の資材の値上がりによる追加７万９，０００円、さらに、新たにサルの捕獲器を２基導入するものでございます。   次に、１９節、負担金補助及び交付金でございますが、少し内容を申し上げますと、中ほどの京の米産地づくり事業補助金７５万円につきましては、細谷農家組合が導入いたします水田除草機の補助金でございます。   また、次の農業施設整備補助金につきましては、安栖里農家組合作業場の改修補助金でございます。   それから、京の黒大豆・小豆等産地づくり事業補助金につきましては、富田農事組合が導
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入をいたします黒大豆脱粒機の補助金を追加するものでございます。   そして、次のページでございますけれども、農地・水保全管理支払交付金市町村負担金といたしまして８２６万５，０００円を計上させていただいておりますが、これにつきましては、新たに平成２３年度、本年度から５年間実施されることとなった交付金でございまして、集落共同での農業用水路や農道、あるいはため池等の補修や更新など、施設の長寿命化の取り組みを支援するというものでございまして、国が２分の１、府と市町村が４分の１の負担となっておるところでございます。   次に、中ほどの農地費の１９節、負担金補助及び交付金の農林漁業事業補助金１９５万円でございますが、これにつきましては、５月の豪雨による農地の災害復旧費の補助といたしまして、８カ所分を計上させていただいております。   次の、山村開発センター費の委託料２８３万５，０００円につきましては、山村開発センターみずほの屋根の防水層が劣化をいたしておりまして、雨漏りが発生しているということから、屋根の防水工事の実施設計料を計上しております。   山村開発センターにつきましては、昭和５７年６月の竣工ということでございまして、既に２９年が経過をしておると、そういった状況でございます。   次に、２２ページでございますが、上段の農村情報施設管理費の１３節、委託料の設備保守点検管理等委託料１，５４３万５，０００円でございますが、これにつきましては、加入者設備の保守管理等の委託料ということでございます。   加入促進期間中の３月末の申し込み分でセカンドハウス等で特に急いでおられなかったところの引き込み８０件、さらにＯＮＵというものの設置１５０台につきまして、新年度対応として実施するものでございます。   また、１５節の工事請負費のＣＡＴＶ施設整備工事１，５１９万円につきましては、京丹波町情報センターの自家発電システムの構築に係る追加費用でございます。   情報センターが停電した場合におきましても、番組の送出でありますとか、告知放送、さらにインターネットシステムの中断を防ぐということで、整備をさせていただくものでございます。   少し飛ばさせていただきまして、２５ページでございますが、中断の土木費の道路新設改良費の１３節、委託料でございますが、測量設計監理業務等委託料２，０２０万円でございますけれども、今回主に丹波パーキングエリアと一体的な地域振興拠点施設の整備に係ります用地測量、地質調査、及び埋蔵文化財調査のための委託料といたしまして、このうち１，７００万円ということで追加させていただいております。 
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  行政報告にもございましたが、１０月末には基本計画をまとめるということとなっておりまして、その後の用地取得でありますとか、造成に係る測量と地質調査、さらに、埋蔵文化財調査を行うものでございます。   特に、埋蔵文化財調査につきましては、ご承知のとおり事業計画地には塩谷古墳群をはじめといたしまして、多くの古墳群が存在をしております。このうち深志野古墳群というものにつきましては、過去に調査が実施されていないということでございまして、本年度において試掘調査をするということとさせていただいたところでございます。   次に、２６ページの中段の住宅管理費の木造住宅耐震改修補助金１５０万円につきましては、今回、京都府の要綱改正に伴いまして、補助率が２分の１から４分の３に引き上げられたことによる増額でございます。   内容といたしましては、基本額は１２０万円でございまして、これまで一戸当たり６０万円の補助でございましたけれども、今回から９０万円に引き上げるというものでございます。   次に、消防費でございますけれども、１９節の負担金補助及び交付金、消防団員等公務災害補償基金負担金２，０５２万円でございますが、これも提案理由でご説明がありましたけれども、今般の東日本大震災におきまして、殉職をされました多数の消防団員の公務災害補償の財源確保のための追加負担金でございます。   したがいまして、今年度限りというものでございますが、算定といたしましては、条例定数一人当たり２万２，８００円の追加ということになっております。   消防団員の死者、行方不明者につきましては、８月３日現在で２５１名となっておりまして、そのうち２１５名の方が公務災害中というふうに想定をされているというところでございます。   次に、２７ページの１８節の備品購入費の減額１，５８７万１，０００円でございますが、これにつきましては、８月の臨時会でお世話になりました消防車両６台の購入にかかる精査ということでございます。   それから次に、教育費でございますが、これは２８ページ、２９ページと小学校費と中学校費に分かれておるわけでございますが、ともに計上しております１９節の負担金補助及び交付金の「ＫＹＯ発見仕事・文化体験活動推進事業補助金」でございますけれども、これにつきましては、京都府の補助制度によりまして、町内中学校では７学級、小学校では５学級のクラスについて、町内事業所等への職場体験を計画させていただいておるところでございます。   また、２９ページの学校管理費の工事請負費５７万８，０００円につきましては、瑞穂中
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学校グラウンドの散水栓と駐車場の敷き砂利工事を予定しておるというところでございます。   最後に、３１ページの災害復旧費でございますけれども、いずれも和知地区における５月の豪雨による災害分となっておりますが、農地・農業施設の８０万円につきましては、才原地内における畦畔の崩壊がございまして、これの復旧工事。林道の５２２万４，０００円につきましては、国庫補助の対象となる補助災害といたしましては、林道大谷線の河川増水によるのり面の崩壊の復旧工事、単独災害分としましては、林道升谷線及び峰線の復旧に係るもの。   さらに、下段の土木施設の１，１５９万１，０００円につきましては、町道黒田峠線、大迫上乙見線、坂原中線ののり面の土砂崩れの復旧工事ということになっております。   あと戻っていただきまして、３ページをお願いをしたいと思います。   これらに充当します歳入でございますけれども、主な一般財源でございますが、地方特例交付金につきましては、５８０万１，０００円を減額をしております。   これにつきましては、２３年度分の交付決定によるものでございますけれども、子ども手当分につきまして、半年分しか算定されていないということによる減額でございます。   それから、普通交付税でございますけれども、３億４，９６１万２，０００円を増額しております。当初予算におきましては、２億２，０００万円余りを留保財源として４５億５，０００万円を計上させていただいたところでございますが、当初の見込みより１億２，７００万円余りの増額となったところでございます。   その他各種の特定財源につきましては、歳出の補正に合わせまして精査を行ったものでございます。   なお、８ページでございますけれども、前年度繰越金といたしまして６億３，２４６万５，０００円を追加をいたしておりますのと、下段の町債につきましては、第２表のほうで説明を申し上げましたけれども、特に臨時財政対策債につきまして７，３００万円を減額をさせていただいたところでございます。   以上、まことに簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長（西山和樹君） 下伊豆住民課長。 ○住民課長（下伊豆かおり君） 続きまして、議案第６２号 京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、補足説明を申し上げます。   今回の補正は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ８８１万２，０００円を追加し、補正後の額を１８億４，６０５万円とするものでございます。 
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  主には、今年度の国保税の本算定結果に基づく保険税の調整と前年度繰越金の確定、昨年度の療養給付費負担金等の精算によりまして生じた返還金の補正でございます。   それでは、歳入から説明させていただきます。   事項別明細書の３ページをお願いいたします。   最初に、歳入の第１款、国民健康保険税につきましては、２３年度分の本算定の結果、一般被保険者分では、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分合わせまして１，１０４万４，０００円の減、退職被保険者分では、３６２万５，０００円の追加、保険税全体では７４１万９，０００円の減額といたしております。   この主な要因といたしましては、一般・退職を合わせた全体として、国保税の課税の基礎となります４月１日現在の被保険者数、世帯数ともに当初の見込みよりも減ったこと、また、基準総所得の金額が、当初の見込み額を下回ったことが主な要因でございます。   次に、３ページの最下段、３款、国庫支出金、２項、国庫補助金の特別調整交付金につきましては、特定健診やヘルスアップ事業で増額となりますけれども、和知診療所でへき地診療所の区分が変更になることから、２７８万７，０００円の減額となり、全体では１６１万５，０００円の減額といたしております。   次に、４ページをお願いします。   ４款、療養給付費交付金につきましては、前年度の退職被保険者に係る療養費分で、実績に基づき追加交付となりましたので、過年度分として６１１万９，０００円を追加するものでございます。   ６款の府支出金、２項、府補助金では、ヘルスアップ事業に係ります特別調整交付金を見込んでおります。   ９款、繰入金、１項、他会計繰入金では、健康管理センターの修繕に係る６５万８，０００円を主なものといたしまして、全体で８０万７，０００円の追加をお願いしております。   また、５ページの繰入金、２項の基金繰入金では、後ほど説明いたします歳出総額との収支バランスをとるため、３９９万３，０００円を減額いたしております。   １０款の繰越金につきましては、これも後ほど説明いたします歳出との関係が大きいわけですけれども、２２年度において療養給付費等負担金が過大交付であった分を含めまして、前年度繰入金１，３１３万９，０００円を追加するものでございます。   次に、６ページの歳出をお願いいたします。   歳出の１款、総務費では、一般管理費と運営協議会費を合わせまして２０万７，０００円の追加で、人件費及び事務費の精査によるものでございます。 
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  ７ページの３款、後期高齢者支援金から８ページの６款、介護納付金までは、今年度の納付すべき額が確定いたしましたので精査をさせていただきました。   また、８ページの８款、保健事業費におきましては、１項、特定健診等事業費で、特定健診の受診啓発広報費用として９万７，０００円、２項の保健事業費では、当初疾病予防事業の中に計上しておりました国保ヘルスアップ事業を、新たな事業として設け、追加の事業費を計上いたしております。   ３項の健康管理センター事業費では、自動ドアの修繕料など主なものといたしまして、保健事業費全体で３３９万４，０００円の追加をお願いいたしております。   なお、国保ヘルスアップ事業につきましては、亀岡市、南丹市と本町の２市１町が、南丹医療圏として京都府と連携をしながらモデル事業として糖尿病の重症化予防事業に取り組むこととしておりまして、費用の全額が国・府の特別調整交付金の対象となっております。   最後に、１１款、諸支出金ですけれども、１項の償還金及び還付加算金につきましては、２２年度の実績に基づき超過交付分を返還することとなりましたので、所要額を計上いたしております。   同じく諸支出金の繰出金につきましては、和知診療所のへき地診療所運営費にかかわって、特別調整交付金を受けるものを全額繰り出しておりますけれども、へき地診療所の区分が変更になったことから、２７８万７，０００円を減額いたしております。   国保特別会計につきましては、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長（西山和樹君） 堂本保健福祉課長。 ○保健福祉課長（堂本光浩君） それでは、議案第６３号 平成２３年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の事業勘定分につきまして、その概要をご説明申し上げます。   今回の補正につきましては、事業勘定において歳入歳出それぞれ１，７６０万８，０００円を追加し、歳入歳出の総額を１８億５，３２６万６，０００円とさせていただくものでございます。   以降、事項別明細書でのご説明とさせていただきます。   ３ページをお願いいたします。   歳入の３款、国庫支出金から７款、繰入金までにつきましては、主に歳出の地域支援事業の増額分９７万５，０００円に対しますルール分の財源の追加を計上させていただくものでございます。   ８款、繰越金につきましては、前年度繰越金１，５８６万７，０００円を追加させていた
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だくものでございます。   ９款、諸収入につきましては、町内の介護老人福祉施設の介護報酬算定誤りによりまして、返納金５１万１，０００円を計上させていただいております。   続きまして、歳出についてでございます。   ４ページをお願いいたします。   ３款、地域支援事業費につきましては、ミニデイサービス事業に関します送迎の費用、あるいは会場使用料などの経費を追加させていただくものでございます。   ４款、基金積立金につきましては、介護保険給付費準備基金積立金として１４７万９，０００円を追加するものでございます。   この積立金の原資は、支払基金の地域支援事業交付金の過年度分、それと前年度繰越金の譲与分でございます。   なお、予算計上上の平成２３年度末準備基金残高につきましては、約２，４００万円を見込んでおります。   ６款の諸支出金につきましては、保険給付費及び地域支援事業費に係ります国・府及び支払基金への返還金でございます。   以上、簡単ではございますが、議案第６３号 事業勘定分についての補足説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長（西山和樹君） 藤田医療政策課長。 ○医療政策課長（藤田正則君） 続きまして、議案第６３号 平成２３年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）のうち、老人保健施設サービス勘定の補正予算について補足説明を申し上げます。   まず、老人保健施設におきましては、総額は当初予算のままの１億１，３１０万円とするもので、歳入歳出補正予算額はゼロ円とし、今回、歳出歳入の組み替えを行うものをお願いするものでございます。   細部につきましては、事項別明細書によりまして説明をさせていただきます。   １枚めくっていただきまして事項別明細書の３ページをお願いします。   歳入の繰入金におきましては、一般会計繰入金として８５万２，０００円を減額し、収支の均衡を図らせていただき、また、前年度の繰越金として８５万２，０００円を追加させていただくものでございます。   次に、４ページの歳出でございます。   歳出の一般管理費では、職員における看護師採用と病院間との異動による精査並びに嘱託
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職員の人件費関係の所要額の補正、そして４月以降の医師体制による当直賃金の精査を行わせていただくものでございます。   また、施設修繕経費として２０万円を追加させていただいております。   以上、簡単でございますが、老人保健施設サービス勘定の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長（西山和樹君） 木南水道課長。 ○水道課長（木南哲也君） それでは、議案第６４号 平成２３年度京丹波町水道事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明をさせていただきます。   今回の補正予算（第１号）につきましては、補正前の額１６億１５０万円に１，３９０万円を追加し、補正後の額を１６億１，５４０万円とさせていただくものでございます。   まず、歳入の主なものについて説明いたします。   事項別明細書の３ページをごらんください。   １款、分担金及び負担金、１項、分担金の１目、水道事業費分担金につきまして、７３７万１，０００円を増額するものです。これは、町内の企業におきまして、工場増設されましたことに伴います収入となった分担金でございます。   次に、４款、府支出金、１項、府補助金、施設整備費府補助金につきましては、４５万円を減額させていただきます。これは、平成２２年度に施工しました事業費が、確定したことによるものでございます。   ６款、繰入金、２項１目、の基金繰入金につきましては、歳入全般の中での財源調整によりまして、水道基金を２２１万３，０００円減額するものでございます。   ７款１項１目の繰越金は、総額９６９万２，０００円となり、当初予算措置額５０万円を引いた額の９１９万２，０００円を増額させていただくものでございます。   続いて、歳出の主なものについてのご説明をさせていただきます。   ４ページをご覧ください。   １款１項の水道管理費、一般管理費でございますが、４月の人事異動に伴う人件費の精査を行うとともに、水道事業における主なものとしましては、これは歳入とかかわっておりますけれども、２５節の積立金で、平成２２年度決算が確定したことによりまして、繰越総額から当初予算措置額を引いた額を増額とさせていただくと同時に、先ほどの府補助金の減額分との組み合わせによりまして、４１４万９，０００円の増額とさせていただくものでございます。   続いて、２款、施設費の水道施設費、簡易水道施設費でありますが、これは和知西部地区
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に関する予算の補正をお願いするもので、１３節の委託料では配水管の測量設計業務として６１１万１，０００円を計上しております。大簾区内の未設計区間を発注するものでございます。   また、１７節の公有財産購入費では、同じく和知西部地区に関するもので、当初予算では浄水場の用地のみ予算計上しておりましたけれども、配水池を浄水場に隣接して設置するという計画としたことで、その必要となる土地を一緒に購入するために予算の追加をお願いするものでございます。   ２２節の補償補填及び賠償金も同様で、土地購入に伴う立木補償費の予算の追加をお願いするものです。   以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。ご審議いただきご承認くださいますよう、よろしくお願いをいたします。   次に、議案第６５号 平成２３年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきましての補足説明をさせていただきます。   今回の補正予算（第１号）につきましては、補正前の額１０億９，１００万円に２４万９，０００円を追加し、補正後の額を１０億９，１２４万９，０００円とさせていただくものでございます。   最初に、２枚めくっていただき第２表 地方債補正をご覧ください。   資本費平準化債におきまして、借入限度額１億８，３７０万円に７０万円を追加し、補正後の借入限度額を１億８，４４０万円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と変更はございません。   増額する理由といたしましては、発行可能額がこのたび確定したことによるものでございます。   次に、歳入の補正額の主なものについてのご説明をさせていただきます。   さらに、３枚めくっていただきまして、事項別明細書の３ページをご覧ください。   ６款１項１目の繰入金、一般会計繰入金につきましては、歳入全般の中での財源調整によりまして１７５万円を減額とするものでございます。   ７款１項１目の繰越金は、総額１６９万９，０００円となり、当初予算措置額の４０万円を引いて１２９万９，０００円を増額とさせていただくものでございます。   ９款１項の町債、下水道事業債ですが、第２表 地方債補正におきまして、ご説明させていただきましたように、借入額を増額するものでございます。   続いて、歳出の主な項目につきましてのご説明をさせていただきます。 
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  事項別明細の４ページをご覧ください。   １款、総務費一般管理費につきましては、人件費にかかります整理をいたしております。   ２款の下水道費の中で、農業集落排水費、公共下水道費、浄化槽市町村整備推進施設費のそれぞれ各施設管理費の中で共通しておりますが、１２節の役務費のうち通信運搬費の増額をお願いするものでございます。   これは、下水道料金改定に伴って、使用水調査の様式の送付とか、この後、算定方法の決定通知書の送付などに必要な郵送料を計上させていただいております。   以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。ご審議賜りまして、ご承認くださいますよう、よろしくお願いをいたします。 ○議長（西山和樹君） 中尾企画政策課長。 ○企画政策課長（中尾達也君） 続きまして、議案第６６号 平成２３年度京丹波町町営バス運行事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明をさせていただきます。   今回の補正予算（第１号）につきましては、補正前の額８，７３６万１，０００円に８７万２，０００円を追加し、補正後の額を８，８２３万３，０００円とさせていただくものでございます。   先に、歳出の補正額の主なものについてご説明をさせていただきます。   事項別明細書の４ページをご覧いただきたいと存じます。   １款、事業費、１目、運行事業費では、職員人件費及び嘱託職員人件費の精査を行っております。嘱託職員人件費では、２名分の社会保険料が不足することから、今回、追加で計上をお願いするものでございます。   賃金におきましては、嘱託職員賃金の改定のよりまして、増額をするものでございます。   次に、歳入の補正額についてご説明させていただきます。   事項別明細書の３ページをご覧ください。   ３款、繰入金、１目、他会計繰入金におきまして、一般会計から町営バス運行事業の需要額不足分としまして８２万３，０００円を繰り入れるものでございます。   ４款、繰越金におきましては、前年度決算額の確定により、今回計上をさせていただくものでございます。   以上、説明とさせていただきます。ご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長（西山和樹君） 伴田総務課長。 ○総務課長（伴田邦雄君） 続きまして、議案第６７号 平成２３年度京丹波町土地取得特別会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 
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  今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算から１９６万４，０００円を減額し、補正後の額を１億２，９２９万１，０００円とするものでございます。   補正予算書の最後のページをお願いをいたします。   一般会計でも説明を申し上げましたが、本年５月１３日に、議会臨時会をお世話になりまして、土地開発公社から買戻しを行いました才原地内の京都縦貫自動車道の関連事業用地でございますが、その不要額を精査するものでございます。   なお、買戻しを行いました土地の面積でございますが、６，１１９．１０平方メートル、買戻し金額につきましては、１億２，８９５万６，３２６円でございます。   以上、補足説明とさせていただきます。   よろしくお願いを申し上げます。 ○議長（西山和樹君） 藤田医療政策課長。 ○医療政策課長（藤田正則君） 続きまして、議案第６８号 平成２３年度国保京丹波町病院事業会計補正予算（第２号）について、補足説明を申し上げます。   病院事業会計は、冒頭、町長からもご説明がありましたとおり、本年４月から和知診療所と歯科診療所が京丹波町病院と一本化し、公営企業法の適用を受けることになりましたので、まず、予算全体の説明をさせていただきます。   では、病院事業会計の全体の補正予算につきましては、収益的収入及び収益的支出の補正としまして、議決の予定額から収益的収支においては７，２４５万６，０００円を減額補正し、収入におきましては、補正後の予算総額を１２億１，３６４万４，０００円とし、支出におきましては、予算総額を１３億１，６００万７，０００円とし、次に、資本的収入では２，４１５万円を減額して補正後の資本的収入を１億２，３１２万７，０００円とし、資本的支出では、２，０１６万５，０００円を減額して、資本的支出を１億５，７４３万５，０００円にすることをお願いするものでございます。   また、当初予算第６条で定めております議会の議決を得なければ流用することのできない経費のうち、職員給与費については、１，８２５万６，０００円を減額し、職員給与費につきましては、補正後の額を５億１，８４５万６，０００円とすることをお願いするものでございます。   それでは次に、医療機関ごとにご説明を申し上げます。   めくっていただきまして、補正予算説明書をご覧くださいますようお願いします。   まず、京丹波町病院からですが、病院事業収益的収入におきましては、病院事業収益の補正額といたしまして２，６４１万円を減額し、補正後の予算を９億７，４５９万円といたし、
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病院事業収益的支出については、補正額を２，６４１万円減額とし、補正後の予算を１０億７，６９５万３，０００円とするものでございます。   では、１ページの収益的収入の医業収益におきましては、入院収益と外来収益を合わせて２，５１６万４，０００円を減額といたしております。これは、２２年度実績の数字と直近の数字を採用いたしまして算出いたし、減額補正をするものでございます。   次に、収益的収入その他の医業外収益におきましては、国の長寿社会づくりソフト事業の内示額が、本年度におきましては応募件数増のため全国一律に４割カットとされたため、１２４万６，０００円を減額するものでございます。   めくっていただきまして２ページの収益的支出におきまして、医業費用の給与費では、職員の人件費の所要の補正を行うものでございます。   また、材料費につきましては、救急室の診療用具と病棟の用具購入等に２５万円の増額をお願いし、経費につきましては、退職手当の精査及び救急外来用のナースコール修繕や、機器洗浄機等の修繕を行い、２４４万３，０００円の増額をお願いするものでございます。   また、研究研修費におきましても院内の医療安全研修会に外部講師を招くため、講師料の増額をお願いするものでございます。   次に、５ページをお願いします。   町病院の資本的収支の関係でございますが、資本的収入の府補助金におきましては、国の医療施設等設備整備事業補助金の内示額減額により、２，４１５万円を減額といたします。   資本的支出の有形固定資産購入費におきましては、収入見込みであった国の医療施設等設備整備事業費補助金の内示額減額によりまして、購入予定でありましたエックス線テレビ装置を減額し、その他の機器類につきましては、当初予算からの精査を行い、２，０１６万５，０００円の減額をいたすものでございます。   次に、和知診療所でございますが、診療所の病院事業収益的収入及び支出におきましては、病院事業収支の補正額４，７６７万７，０００円を減額し、補正後の予算を１億７，０４２万３，０００円とするものでございます。   １ページに戻りまして、収益的収入の医業収益におきましては、この８月から院外処方に全面移行いたし、８カ月分の投薬料等として外来収益の５，３０８万２，０００円を減額といたすものでございます。   次に、収益的収入の医業外収益におきましては、一般会計繰入８１９万２，０００円を増額し、国保調整交付金につきましては、へき地医療の適用が変更となったため、２７８万７，０００円を減額いたし、差し引き５４０万５，０００円の増額をお願いするものでございま
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す。   めくっていただきまして、３ページの収益的支出の和知診療所におきましては、医業費用の給与費では、職員らの人件費の所要の補正の精査を行うものでございます。   また、４ページの材料費につきましては、院外処方の移行に伴いまして、医薬品５，６９２万１，０００円を減額するものでございます。経費につきましては、退職手当の精査及び非常勤医師の送迎にかかる費用として２３万９，０００円の増額をお願いするものでございます。   最後に、和知歯科診療所でございますが、歯科診療所の病院事業収益的収入及び支出におきましては、１ページに戻りまして、病院事業収支の補正額を１６３万１，０００円増額いたし、補正後の予算額を６，８６３万１，０００円とするものでございます。   １ページの収益的収入の歯科診療所の医業外収益におきましては、一般会計繰入１６３万１，０００円の増額をお願いするものでございます。   めくっていただき４ページでございますが、収益的支出の歯科診療所におきましては、医業費用の給与費では、職員の人件費の所要の補正を行うもので、また、経費につきましては、空調設備の修繕並びに技工業務の委託料として１，１１８万６，０００円の追加をお願いするものでございます。   以上、簡単でございますが、病院事業会計補正予算に係る補足説明とさせていただきます。ご審議賜りましてご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。   以上でございます。 ○議長（西山和樹君） 岡本会計管理者。 ○会計管理者（岡本佐登美君） それでは、認定第１号 平成２２年度京丹波町一般会計から認定第１７号 平成２２年度国保京丹波町病院事業会計までの１７会計につきまして説明をさせていただきます。   認定第１号 平成２２年度京丹波町一般会計歳入歳出決算から説明をさせていただきます。   決算書の１ページ、実質収支に関する調書からでございます。   平成２２年度一般会計決算額は、歳入総額１３６億３７１万７，５５６円で、対前年度比１５．２％の増、歳出総額１２７億５，８８６万７，６８１円で、対前年度比１５．５％の増となりました。歳入歳出差引額は、８億４，４８４万９，８７５円、また、形式収支から繰越財源１億６，２８３万４，０００円を差し引いた実質収支は、６億８，２４６万５，８７５円で、前年度の実質収支と比較した単年度収支は、４億３６１万１，７７１円の黒字となり、財政調整基金積立金を考慮した実質単年度収支につきましては、９億９，５６８万６，
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７７１円の黒字決算となったところでございます。   それでは、歳入からご説明申し上げます。   事項別明細書１４ページからでございます。   １款、町税は、総額１６億９，１７７万１，５２５円で、前年度に比べ１％の減少となりました。税目別では、町民税では６億３，９３０万３，８５３円で、対前年度比１．１％の減。   また、固定資産税は、９億１，４８２万９，１１２円で、対前年度比１％の減となりました。町税の減収の主な要因といたしましては、所得の減少によるものでございます。   町税の収入未済額は、２億９，７２９万１，７９７円で、８４４万７，０９２円を不納欠損として、個人町民税８４人、法人町民税２業者、固定資産税では１１３人、軽自動車税７９人につきまして、地方税法に基づきまして処理をさせていただいたところでございます。   なお、徴収率につきましては、現年度分は９７．１％、２１年度は９６．９％でございましたので、０．２ポイント上昇した結果となったところでございます。   次に、１６ページ、２款、地方譲与税は、１億６４０万３，０７５円で、対前年度比２１．５％の減。   ３款、利子割交付金は、７３６万５，０００円で、対前年度比３３．５％の増。   ４款、配当割交付金は、３２７万４，０００円で、対前年度比１５．３％の増。   １８ページに移りまして、５款、株式等譲渡所得割交付金は、１１５万９，０００円で、対前年度比１０．８％の減。   ６款、地方消費税交付金は、１億６，０５３万２，０００円で、対前年度比０．２％の減。   ７款、ゴルフ場利用税交付金は、６，７５５万６，６４９円で、対前年度比７．２％の減。   ８款、自動車取得税交付金は、３，６０３万２，００円で、エコカー減税の影響を受け、対前年度比４１．１％の減となりました。   ９款、地方特例交付金は、４，０６２万４，０００円で、子ども手当創設に伴う負担増加分の補てんや住宅借入金等特別税額控除による減収補てん、自動車取得税の減収補てん交付金等の交付を受けまして、対前年度比３１．５％の増となりました。   ２０ページ、１０款、地方交付税につきましては、総額５５億８，６２７万９，０００円の収入で、普通交付税におきましては、新たに創設されました雇用対策・地域資源活用臨時特例費の算入並びに保健衛生費や社会福祉費などの単位費用の増加により、基準財政需要額が大きく伸びたことに伴い４９億６，２０８万５，０００円と前年度と比較いたしまして３億５，１６８万７，０００円、７．６％の増と大幅な増収、また、特別交付税につきまして
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も、６億２，４１９万４，０００円、対前年度比９％の増となりました。   １１款、交通安全対策特別交付金は、４０９万９，０００円で、対前年度比０．１％の減となりました。   １２款、分担金及び負担金は、総額９，８７２万８，８８２円で、分担金が１，１１５万８，１７９円、負担金が８，７５７万７０３円の収入で、対前年度比６５．５％の減収となりました。これは、ＣＡＴＶ加入分担金、南丹地区農用地総合整備事業に伴う地元負担金の減少が主な減収の要因でございます。   ２４ページでございますが、下段の１３款、使用料及び手数料は、総額２億１，９２４万７，８５０円で、対前年度比３．８％の増となりました。   なお、有線情報端末使用料におきまして、地方自治法第２３６条第１項の規定により、４人分１万７，６０５円の不納欠損処理をさせていただいております。   次に、少しページを飛びまして、３４ページでございます。   １４款、国庫支出金は、総額１６億９５７万３，２９２円で、対前年度比４２．３％の増となりました。１項、国庫負担金では、子ども手当の創設に伴う負担金などにより、１億４，０００万円余りの増収。   また、３８ページの２項、国庫補助金は、総務費国庫補助金で、地域活性化・経済危機対策臨時交付金４億５５８万６，０００円、地域活性化・公共投資臨時交付金１億７，５９４万５，０００円に加え、新たに地域活性化・きめ細かな臨時交付金２億４，１７１万円などの交付を受け、３億３，６００万円余りの増収となりました。   次に、４６ページでございますが、１５款、府支出金は、総額９億３，２７２万２，０５６円となり、前年度と比較しますと、１６．７％の増となりました。   ページを少し飛びまして、６１ページでございますが、京野菜こだわり産地支援にかかる農山漁村活性化総合推進事業補助金１，７０４万３，８１０円、最下段のＣＡＴＶ拡張整備事業に伴います農村漁村活性化プロジェクト支援交付金、２億７，４３３万９，０００円などが増収の主な要因でございます。   ７２ページでございますが、１６款、財産収入は、７，７５３万１，７４３円で、対前年度比８．９％の減となりました。   ７６ページ、１７款、寄附金は、３０２万９，０００円で、対前年度比１９．９％の増。２０件のふるさと応援寄附金をいただいております。   １８款、繰入金は、１億８，８３４万７，７６２円となり、対前年度比４１．０％の減ですが、７８ページの下段、２項、基金繰入金におきまして、減債基金の繰り入れを行わなか
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ったこと、また、８１ページの先行取得用地活用対策基金の繰り入れが、昨年度よりも少なかったことが大きな要因でございます。   １９款、繰越金につきましては、２１年度繰越事業分４億８，６９４万５，０００円を含めまして、７億６，５７９万９，１０４円でございました。   ２０款、諸収入は、総額２億１，３２４万２，６１８円で、対前年度比２３．６％の増となりました。   少しページは飛びますが、９５ページで、税機構等への派遣職員人件費の受け入れ２，５６３万１，０２１円などが増収の主な要因でございます。   最後に、９８ページ、２１款、町債でございますが、総額１７億９，０４０万円となり、前年度と比較しますと４８．７％の増となりました。   １０１ページの交付税からの振替措置であります臨時財政対策債につきましては、６億６，６１０万円の発行となり、前年度に比べ増加したところでございます。   また、各事業施行に伴います事業債につきましては、１１億２，４３０万円の発行となり、前年度に比べまして、４億３，２６０万円の増となりました。これは、ＣＡＴＶ拡張整備事業による発行４億７，５００万円。教育債におきまして桧山小学校並びに瑞穂中学校増改築工事にかかる学校教育施設等整備事業債と合併特例債の発行２億２，２１０万円などが増額の要因ですが、交付税算入のある有利な地方債の活用や新規発行債の抑制を図り、行政改革大綱に掲げました実質公債費比率１８％以下の達成に取り組んできたところでございます。   以上で、一般会計歳入の説明とさせていただきます。   続きまして、歳出につきまして説明させていただきます。   １０４ページからでございます。   １款、議会費の総額は、８，５３６万３，１９７円で、対前年度比０．２％の増となりました。   次に、１０６ページ、２款、総務費の総額は、２３億４３０万６，００９円で、対前年度比１７．５％の増となりました。   総務費の主な事業といたしましては、１目、一般管理費では、１１１ページ中ほどでございますが、平成２１年度から本格実施しております電子入札のシステム使用料に２０６万６，４００円を支出いたしました。   １１２ページからの５目、財産管理費ですが、１１５ページ中ほどで、まちづくり推進用地購入費として１億６９１万５，３７３円。積立金では、財政調整基金に５億９，２０７万５，０００円、合併特例債を活用いたしました振興基金に１億６，４１９万円、先行取得用
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地活用対策基金に２億９，１７３万６，０００円。   また、円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策により創設されました「住民生活に光をそそぐ交付金」を財源とした住民生活に光をそそぐ基金に１，８００万円を積み立てました。   １１７ページ、繰出金では、山野草新生産園用地取得事業として、土地取得特別会計に５，８５９万９０４円の繰り出しを行っております。   ６目、企画費では、鉄道開通１００周年記念事業補助金として３００万円を支出。   １２２ページからでございますが、１０目、交通対策費では、１２５ページですが、町営バス運行事業特別会計繰出金として、４，３７８万４，０００円の繰り出しを行っております。   なお、バス購入等にかかる町営バス運行事業特別会計繰出金事業といたしまして、１，９０９万１，０００円を２３年度に繰り越しております。   １１目、地域振興事業費では、１５地区の事業に対しまして、コミュニティ活動助成として、自治振興補助金４７６万２，０００円。   また、協働のまちづくりを推進し、住民自治組織の組織化を支援する住民自治組織まちづくり交付金を６団体に、地域力向上事業助成金を２地区に交付いたしております。   １２目、電算管理費では、１２７ページでございますが、本町ホームページのリニューアル経費といたしまして、作成委託料３４８万６，０００円を支出いたしております。   １３０ページ、２項、徴税費、賦課徴収費では、１３３ページでございますが、固定資産税評価替えにかかる固定資産宅地評価見直し業務委託料に、６６１万３，９５０円、京都地方税機構負担金として、１，２７７万８，３７１円を支出いたしております。   １３４ページからの４項、選挙費では、１３６ページでございますが、参議院議員通常選挙執行経費に１，４１４万１，７３８円、京都府知事選挙執行経費に８８１万７，３７５円、１３８ページで、京都府議会議員選挙執行経費に４４４万９，９３６円をそれぞれ支出いたしております。   次に、１４０ページからでございますが、３款、民生費の総額は、２１年度繰越事業分を含めまして、２３億３１８万５，０８０円で、対前年度比１９．５％の増となったところでございます。１項、社会福祉費では、高齢者や障害をお持ちの皆さんが、住みなれた地域で安心して自立した日常生活を営むことができる環境づくりのために、１３億５，２４４万３，６５３円を支出いたしております。   主な事業といたしましては、障害者自立支援事業や各種医療費給付事業等の扶助費をはじ
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め、民生児童委員会活動補助金、社会福祉協議会専任職員等補助金、シルバー人材センター運営補助金等各種補助金を支出したほか、１５１ページでは、後期高齢者医療広域連合に共通経費及び医療給付費負担金合わせまして１億８，１８１万６，４８１円支出いたしました。   また、各特別会計への繰出金としまして、少しページを戻りまして、１４５ページでございますが、国民健康保険事業特別会計事業勘定に、保険基盤安定・財政安定化支援等のため、９，６８１万２，７９４円、１５３ページでございますが、介護保険事業特別会計事業勘定に、２億３，８０４万７２５円。介護療養型老人保健施設運営にかかります介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定に、３，７００万円、後期高齢者医療特別会計に、保険基盤安定及び事務費といたしまして、５，５３４万４，９１４円、それぞれ繰り出しを行いました。   社会福祉費では、１，０７７万５，０００円を２３年度に繰り越しております。   ２項、児童福祉費につきましては、次代を担う子どもたちの健やかな育成を願って、９億５，０７４万１，４２７円支出いたしております。   主なものといたしましては、すこやか祝金やチャイルドシート購入助成金、１５５ページからの扶助費では、中学生までの医療助成、すこやか子育て医療給付費や新たに創設されました子ども手当を支給いたしております。   １５８ページからの３目、保育所費につきましては、保育所運営に要する経費を支出したほか、１６２ページ、４目、保育所建設費では、２１年度からの繰越事業でありますみずほ保育所建設工事請負費に３億４，３８９万６，０００円支出いたしております。   次に、４款、衛生費は、総額１２億２，６２５万４，１７２円で、対前年度比２．１％の増となりました。   １項、保健衛生費につきましては、町民一人ひとりが健康寿命を伸ばし、いつまでも健やかで心豊かな生活を送れるよう特定健診をはじめとする各種検診、健康相談事業、各種予防接種事業にかかる経費を支出いたしました。   １６８ページ、４目、環境衛生費では、環境保全、地球温暖化対策といたしまして、１７１ページでございますが、個人が設置された浄化槽２１基に対しまして、設置補助金７１３万６，０００円を。   また、２２年度に新設いたしました住宅用太陽光発電システム設置補助金を３０件、３３１万５，０００円を支出するとともに、浄化槽市町村整備推進事業分としまして、下水道事業特別会計に４，９２２万９，０００円の繰り出しを行いました。   ５目、診療費では、医療施設の運営にかかる経費としまして、１７３ページでございます
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が、南丹病院負担金として１，５９９万８，０００円、京丹波町病院に補助及び出資金として総額２億５，３９６万４，４０５円を支出し、和知診療所に４，７６０万９，０７７円、和知歯科診療所に１，３８４万８９９円を繰り出しいたしました。   １７４ページの３項、上水道費では、水道事業特別会計へ３億２，０４９万３，０００円の繰り出しを行っております。   また、衛生費からは、火葬場維持管理並びに塵芥・し尿処理にかかる分担金といたしまして、船井郡衛生管理組合に総額２億６，３２８万９，０００円を支出いたしております。   ５款、労働費につきましては、国の緊急経済生活支援対策を受け、１７７ページですが、京丹波町再生パトロール整備業務などの緊急雇用創出事業委託料に８２３万１，５３４円を支出。   また、介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定に、１２１万２，０８６円の繰り出しを行っております。   次に、６款、農林水産業費は、２１年度からの繰越事業分を含めまして、総額１８億６，９２９万８，６５８円で、対前年度比１３．５％の増となりました。   １項、農業費では、主なものといたしまして、１８０ページでございますが、３目、農業振興費で、指定管理委託をしております「瑞穂マスターズ農園」、「丹波食彩の工房」の委託料として１，３９０万円。   １８３ページでは、有害鳥獣被害防止施設材料費並びに金網・電気柵の設置事業補助金として、合わせまして１，２８６万３，１００円、農業公社運営補助金として１，７５０万円、農地保全、多目的機能の増進を図るため協定をいたしました７１集落、１個人に対しまして、中山間地域等直接支払交付金１億１，３８５万４，４０８円、特産物等作付奨励金に１，４３２万９，１９０円、京野菜こだわり産地支援事業補助金に２，４４３万円。   １８５ページに移りまして、地域ぐるみの共同活動や営農活動支援を行うため、農地・水・環境保全向上対策事業負担金として、９９１万２，３９０円などを支出いたしました。   ４目、畜産業費では、１８７ページでございますが、畜産振興対策事業といたしまして、堆肥による土づくり事業補助金４６１万２，１２５円を支出いたしました。   ５目、農地費では、１８９ページでございますが、中山間ふるさと緊急農道整備事業といたしまして、農道安栖里坂原線改良工事に１，００６万９，０００円、農業農村整備事業といたしまして、天満宮大池改修工事に３，９３７万３００円、南丹区域農用地総合整備事業にかかる農業用道路等事業負担金として、１，９７３万７，０１３円を支出いたしました。   また、農業集落排水事業分といたしまして、下水道特別会計に２億１４８万８，０００円
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を繰り出しいたしております。   １９４ページからの９目、農村情報整備事業費では、ＣＡＴＶ拡張整備工事費として、８億３，９８３万９，４５０円を支出し、農業費の支出総額は、１７億２６０万１，４０７円となり、パイプハウス緊急復旧対策事業につきまして、１，８２１万２，０００円を２３年度に事故繰越しいたしております。   ２項、林業費でございますが、１９８ページからの２目、林業振興費では、有害鳥獣捕獲事業といたしまして、駆除報奨金２，９４８万４，０００円、林道峰線開設工事に２，８８８万７，８５０円を支出したほか、２０１ページの負担金補助及び交付金では、森林組合、生産森林組合への助成、林業の担い手支援として、緑の担い手育成事業や林業労働者新共済事業補助金、放置林の整備を支援するための森林整備地域活動支援交付金、緑の公共事業補助金など、４，９３３万４，９８０円を支出し、林業費の支出総額は、１億６，４３５万４，２５１円となり、森林管理道開設事業について、２，０７４万円を２３年度に繰り越しいたしております。   次に、２０２ページの７款、商工費は、総額８，４０１万３９０円で、対前年度比１．８％の増となりました。   ２目、商工振興費では、２０５ページでございますが、低迷する消費経済の影響を受ける商業、中小企業に対する信用保証料補助金や営業資金融資利子補給をはじめ、小規模事業経営支援事業補助金として１，９２６万４，０００円を商工会へ支出いたしております。   また、３目、観光費では、２０７ページでございますが、質志鍾乳洞、わち山野草の森などの観光施設等の管理委託料を支出いたしました。   次に、８款、土木費は、２１年度からの繰越事業を含めまして、総額１０億９１３万１，０６９円で、対前年度比３６．２％の増となりました。   ２１０ページでございますが、２項、道路橋りょう費、２目、道路維持費では、橋梁長寿命化修繕計画策定にかかる橋梁点検業務委託料に１，０９８万５，１００円を支出。   ２１３ページ、工事請負費では、町道４４路線において維持修繕工事を、また１２路線で、交通安全施設整備工事を行い、合わせて２，４７６万１，１００円を支出いたしました。   ３目、道路新設改良費では、経済危機対策臨時交付金、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業をはじめとして、単独事業を含め２８路線の改良工事に３億３，７０５万５，８００円を支出いたしました。   なお、道路新設改良事業につきまして３億４，５００万円を２３年度に繰り越しいたしております。 
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  ２１４ページからの３項、河川費では、河川改修にかかる橋梁改築事業負担金として４，８４５万８，９２５円、畑川ダム関連事業町道付替工事並びに橋梁改築事業負担金として、合わせまして６，７１８万５，４１６円を支出いたしました。   なお、河川維持管理事業などの三つの事業で、７，５２７万３，０００円を２３年度に繰り越しいたしております。   ４項、都市計画費では、２１７ページでございますが、都市公園整備工事代金として８，３９８万２，２００円を支出し、６００万円を２３年度に繰り越しております。   ５項、下水道費では、特定環境保全公共下水道事業分として、２億２，３７２万円を下水道事業特別会計に繰り出しております。   次に、２１８ページからの消防費は、２１年度事業を含めまして、総額４億１，０９８万９，２４７円で、対前年度比１９．３％の増となりました。   １目、常備消防費では、京都中部広域消防組合負担金として２億４，１９１万４，０００円を支出いたしました。   ２２２ページでございますが、３目の消防施設費では、５基の防火水槽設置工事に２，２０２万７，９５０円、消防ポンプ自動車１台小型動力ポンプ付積載車３台の更新に、３，７９５万７，５００円を支出。   ２２４ページ、４目の防災費では、全国瞬時警報システムＪ－ＡＬＥＲＴ整備工事に７８７万５，０００円を支出いたしております。   次に、１０款、教育費は、２１年度からの繰越事業を含めまして、総額１６億３，６１３万７，０８１円で、対前年度比６４．１％の増となりました。   １項、教育総務費につきましては、事務局経費並びに学童保育事業にかかる経費などで、１億６，０８２万３，９６１円を支出、学童保育事業について２９０万円を２３年度に繰り越しております。   ２３０ページ２項の小学校費ですが、児童の安心・安全な教育環境の整備を図るため、１目、学校管理費の２３５ページですが、小学校施設耐震改修事業として桧山小学校校舎・屋内運動場増改築工事並びに多目的ホール等増改築工事費として合わせまして６億２，０７３万５，４７０円を支出いたしました。   ２３６ページ、２目、教育振興費では、学習支援事業にかかる指導員等雇用賃金としまして、９４４万９，９００円を支出。   また、２３９ページでございますが、要保護・準要保護及び特別支援に５２６万８，８２８円の就学援助を行い、保護者の負担軽減を図ったところでございます。 
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  ３項中学校費につきましては、１目の学校管理費、２４１ページでございますが、中学校耐震改修事業として瑞穂中学校屋内運動場改築工事並びにグラウンド整備工事費として合わせまして３億３０９万５，１００円支出いたしました。   ２４２ページからの２目、教育振興費につきましては、小学校と同じく学習支援教諭の配置、学力診断テストを実施するなど、生徒の学力充実を目指した取り組みを進めてまいりました。   また、２４５ページでは、要保護・準要保護及び特別支援に４０１万３，７８３円の就学援助を行っております。   ２５０ページからの５項、社会教育費では、２５３ページですが、社会教育の充実・推進を図るため、婦人会や人権啓発推進協議会など６団体に３２８万円、また、国民文化祭実行委員会負担金として２９７万９，０００円を支出いたしております。   国民文化祭準備事業など３事業について１，０５６万８，０００円を２３年度に繰り越しいたしております。   次に、少しページを飛びまして、２６２ページからの１１款、災害復旧費でございますが、農道、農地、林道、河川の復旧事業に、総額８２５万８，９７３円を支出いたしました。   なお、林道災害復旧事業について、７７８万３，０００円を２３年度に繰り越しております。   次に、２６４ページ中ほどの１２款、公債費は総額１８億７０５万１，４６８円で、対前年度比１１．２％の減となったところでございます。平成１８年度から実質公債費比率抑制に向けて取り組み、２２年度の実質公債費比率は１７％となりました。財政状況厳しい中、今後とも地方債発行の抑制に取り組んでの財政の健全化に努めてまいります。   以上、一般会計の説明とさせていただきます。 ○議長（西山和樹君） 暫時休憩をいたします。   １時３０分からの再開といたします。 休憩 午前 １１時４８分 再開 午後  １時３０分 ○議長（西山和樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。   引き続き補足説明を求めます。 ○会計管理者（岡本佐登美君） それでは、続きまして認定第２号 平成２２年度京丹波町国民健康保険事業特別会計事業勘定歳入歳出決算につきまして説明させていただきます。   ２６６ページからでございます。 
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  歳入総額は、１７億９，８１８万１，５２７円で、前年度に比べ１．５％の減、歳出総額は、１７億８，００４万２，２１５円で、前年度に比べ０．６％の減となりました。歳入から歳出を差し引きました形式収支、実質収支ともに１，８１３万９，３１２円の黒字決算とまりました。   歳入でございますが、主な科目につきまして説明させていただきます。   事項別明細書２７５ページからでございますが、１款、国民健康保険税は、総額３億９，６６７万２，２４３円で、前年度に比べ１，５２０万円余り、３．７％の減となりました。徴収率は現年度分で９１．３％、過年度分で１６．２％となり、前年度と比較し現年度分で０．３ポイント、過年度分で３．８ポイントの上昇となりました。   なお、地方税法の規定に基づきまして、７５人で４８２万９，３００円の不納欠損処理をさせていただいております。   ２７７ページ、３款、国庫支出金は、総額３億９，８８９万９，９６１円で、財政調整交付金５，９００万円余りの減収を、主なものといたしまして対前年度比１５．７％の減。   ２８１ページ、４款、療養給付費交付金は、総額１億７９８万１，０００円で、対前年度比６．２％の増。   ５款、前期高齢者交付金は、総額４億９，９８７万７，９３２円で、対前年度比５．５％の増。   ６款、府支出金は、総額９，１５０万７，８７４円で、対前年度比７．２％の減。   ７款、共同事業交付金は、総額１億６，４６０万８，８４６円で、対前年度比１％の減。   ２８３ページでございますが、９款、繰入金は、一般会計からの繰り入れが９，６８１万２，７９４円で、対前年度比８．５％の増となりました。   なお、本年度も２１年度に引き続き、基金の繰り入れを行うことなく収支の均衡を図ることができたところでございます。   続きまして、歳出の主な科目につきまして説明させていただきます。   ページを少し飛びまして、２９５ページからでございます。   ２款、保険給付費は、総額１１億９，０９４万８，１６９円で、対前年度比４％の増となりました。療養給付費における一般被保険者の年間平均は４，６５０人で、一人当たりの医療費は２７万９，６０１円と、前年度に比べ１万２，３３５円の増、退職被保険者の年間平均は、３８５人で一人当たりの医療費は３４万７，７８４円で、前年度に比べ２万１，８５２円の増額となったところでございます。   ２９９ページ、３款、後期高齢者支援金は、総額２億７８万８，６７２円で、対前年度比
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１３．６％の減。   ３０１ページでございますが、６款、介護納付金は、８，６０４万１，１４０円で、対前年度比９．６％の減。   ７款、共同事業費拠出金は、総額２億１８２万２，５３１円で、対前年度比３．１％の減。   ８款、保健事業費では、総額３，５９７万２１９円で、対前年度比９．３％の増となりました。   ３０５ページでございますが、１１款、諸支出金は、総額３，７４８万７，６４７円で、対前年度比３８．７％の減となりました。   ３０８ページでは、２１年度分の国・府支出金を２，１６２万６，４９７円返還し、和知診療所会計に５０４万３，０００円、和知歯科診療所会計に６６６万円、また京丹波町病院に超音波診断装置導入にかかる補助金としまして、１７２万６，０００円の繰り出しを行っております。   以上、国民健康保険事業特別会計事業勘定の説明とさせていただきます。   続きまして、平成２２年度京丹波町国民健康保険事業特別会計和知診療所勘定歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   なお、本会計につきましては、２３年４月から京丹波町病院との運営の一本化により３月末日で打ち切り決算とし、４月以降に入金の診療報酬並びに３月の未払い分につきましては、２３年度一般会計で一定の整理をさせていただいております。   ３１１ページからでございますが、歳入歳出総額ともに２億６６万２，３１５円でございます。これは、会計の廃止に伴い一般会計からの繰入金により収支のバランスを図ったものでございます。   歳入でございますが、３１６ページ、事項別明細書をお願いいたします。   １款、診療収入は、１億４，５４５万１，３５１円で、平成２１年１０月からの施設転換により入院収入がなくなり減収となりました。   ３１８ページでございますが、３款、繰入金では、一般会計から４，７６０万９，０７７円、国民健康保険事業特別会計から国民健康保険調整交付金分として５０４万３，０００円の繰り入れを行いました。   次に、歳出でございます。   ３２２ページをお願いいたします。   １款、総務費では、医師、看護師、技師、事務職員等の人件費及び診療所運営経費として１億１，６６３万１，３７６円を支出いたしました。 



 

－４６－ 

  ３２６ページでございますが、２款、医業費では、医薬材料費７，４９２万８，６４４円、血液検査等検査業務委託料に２７７万６，１９１円などを支出いたしました。   以上、和知診療所勘定の説明とさせていただきます。   続きまして、平成２２年度京丹波町国民健康保険事業特別会計和知歯科診療所勘定歳入歳出決算の説明をさせていただきます。   なお、本会計につきましても、２３年４月から京丹波町病院との運営の一本化により、３月末日で打ち切り決算とし、４月以降に入金の診療報酬並びに３月の未払い分につきましては、２３年度一般会計で一定の整理をさせていただいております。   ３３０ページでございますが、歳入総額、歳出総額ともに６，７７２万５，３１０円でございます。会計の廃止に伴い一般会計からの繰入金により収支のバランスを図ったものでございます。   歳入でございますが、３３５ページ、事項別明細書をお願いいたします。   １款、診療収入につきましては、４，５３３万２，６３４円となりました。   ２款、繰入金では、一般会計から１，３８４万８９９円、国民健康保険調整交付金分として国民健康保険事業特別会計から６６６万円の繰り入れを行いました。   ３３９ページからの歳出でございますが、１款、総務費では、歯科医師、技術職員、事務職員の人件費、また、診療所施設にかかります経費で総額５，４２１万３，２１４円を支出いたしました。   ３４１ページでございますが、２款、医業費では、デジタル映像診断システム購入のほか、歯科技工委託料など総額１，２４４万３，０８１円を支出いたしました。   以上、和知歯科診療所勘定の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第３号 平成２２年度京丹波町老人保健特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   なお、後期高齢者医療制度への移行後３カ年が経過し、本会計の設置義務終了に伴い３月末日をもって本会計を廃止といたしました。   ３４５ページでございますが、歳入総額、歳出総額ともに２０７万７，４７８円でございます。   会計の廃止に伴い一般会計への繰出金により、収支のバランスを図ったものでございます。   細部につきましては、事項別明細書３５０ページからでございます。   １款、支払基金交付金、２款、国庫支出金では、ともに過年度分の追加交付金を受け入れております。 



 

－４７－ 

  ３５４ページからの歳出につきましては、２款、諸支出金で、医療費の翌年度精算分として国・府支出金１３０万２，６１３円を返還、繰入金の翌年度精算分及び会計閉鎖に伴います整理分を合わせまして、一般会計へ７７万４，８６５円を繰り出しております。   以上、老人保健特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第４号 平成２２年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして、説明とさせていただきます。   ３５８ページからでございます。   歳入総額１億８，６０９万３，３０４円で、対前年度比６．７％の増、歳出総額１億８，３６８万４，１９８円で、対前年度比６．７％の増、形式収支、実質収支ともに４２０万９，１０６円の黒字決算となりました。   歳入につきましては、３６３ページの事項別明細書からでございます。   主な歳入科目につきましては、１款、保険料は特別徴収、普通徴収合わせまして１億２，６８０万１，００５円、対前年度比７．７％の増となりました。   なお、収入未済額につきましては、過誤納となっておりますが、これは過誤納金の還付が日数を要し、年度末の発生分につきましては、翌年度還付となるためで、実質の徴収率は現年度分で９９．６％となったところでございます。   ３款、繰入金では、事務費保険基盤安定分を合わせまして一般会計から５，５３４万４，９１４円を繰り入れております。   主な歳出につきましては、３６７ページでございます。   ２款、後期高齢者医療広域連合納付金では、４月から３月までの保険料負担金として１億２，６８３万３，７０４円、保険基盤安定負担金として５，３５６万４６７円支出いたしております。   ３６９ページをお願いいたします。   ３款、保険事業費では、２２年度から新たに実施いたしました人間ドック助成金を２０件分、９４万６６６円支出いたしております。   以上、後期高齢者医療特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第５号 平成２２年度京丹波町介護保険事業特別会計事業勘定歳入歳出決算につきまして説明いたします。   ３７１ページからでございます。   歳入総額は、１８億２，５４２万１，４７８円で、対前年度比４．１％の増、歳出総額は、１８億９４５万４，３７１円で、対前年度比４．３％の増となり、形式収支、実質収支とも



 

－４８－ 

に１，５９６万７，１０７円の黒字決算となりました。   介護保険の状況でございますが、２３年３月末で第１号被保険者数は５，５９８人で、総人口１万６，５２９人に占める割合は、３３．９％となったところでございます。   また、要介護認定者数は、１号、２号合わせまして１，０５８人、居宅介護サービス受給者は６０５人で、認定者の５７．２％、施設介護サービス受給者は２８９人で、認定者の２７．３％となっております。   歳入につきましては、事項別明細書３８０ページからでございます。   歳入の主なものといたしましては、１款、保険料は、総額２億６，４１７万５，１８６円で、対前年度比０．３％の減、現年度分の徴収率は９９．１％となったところでございます。   また、介護保険法第２００条の規定により、７０人分１５９万８，３００円の不納欠損処理をさせていただいております。   ３款、国庫支出金では、総額４億５，７８７万１，９００円を。   ３８２ページでございますが、４款、支払基金交付金では、５億２，９５９万３，３６８円。   ５款、府支出金では、２億７，６２１万９，４５０円を受け入れいたしました。   ３８４ページでございます。７款の繰入金では、一般会計から２億３，８０４万７２５円。介護給付費準備基金及び介護従事者処遇改善臨時特例基金から合わせまして３，９０２万５，８２４円の繰り入れをいたしております。   主な歳出といたしましては、３９２ページでございますが、２款、保険給付費で、居宅介護、施設介護等の１項、介護サービス等諸費としまして、１５億３，９７７万９５７円、２項、介護予防サービス等諸費６，４４５万６，６４８円など、保険給付費総額１７億３，０２０万１，３２７円を負担したところでございますが、前年度と比べまして１億５００万円余り、６．５％の増となりました。   ３９６ページでございますが、３款、地域支援事業費では、ミニデイサービス事業委託料など介護予防支援事業に総額３，８９１万２，２１９円支出いたしました。   以上、介護保険事業特別会計事業勘定の説明とさせていただきます。   続きまして、平成２２年度介護保険事業特別会計サービス事業勘定歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ４０４ページからでございます。   歳入総額は、７６８万８，３６１円で、対前年度比２．５％の増、支出総額は、７２１万４，６７４円で、対前年度比１０．２％の増となり、形式収支、実質収支ともに４７万３，
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６８７円の黒字決算となりました。   ４０９ページの歳入でございますが、１款、サービス収入は、居宅支援サービス計画費収入、委託、直営件数を合わせまして１，５８３件で、６７３万４，６００円の収入でございます。   ４１１ページの歳出につきましては、２款事業費が主なもので、歳入で受け入れました町内８、町外２の事業者への介護予防サービス計画作成委託料５５１万２，８００円が主な支出でございます。   以上、介護保険事業特別会計サービス事業勘定の説明とさせていただきます。   続きまして、平成２２年度介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   本会計は、平成２１年１０月の施設開設に伴うもので、本年度から通年決算となっております。４１５ページからでございます。   歳入総額は、１億１，４３７万２，５１５円、支出総額は、１億１，３５１万９，５１２円で、形式収支、実質収支ともに８５万３，００３円の黒字決算となりました。   施設の利用状況は、入所の延べ利用者数が５，０２６人で、一日当たりの介護報酬は１５万４，１１５円、短期入所の延べ利用者数は４９７人となりました。   歳入の主なものといたしましては、４２０ページでございますが、１款、サービス収入では、居宅介護が、５０１万５８７円、施設介護が５，２９７万９，５３９円など、合わせまして５，７９９万１２６円の収入となりました。   ３款、繰入金では、緊急雇用対策事業分を含めまして、一般会計から３，８２１万２，０８６円を繰り入れております。   次に、歳出でございます。４２４ページをお願いいたします。   １款の総務費では、看護師、介護支援専門員等の人件費及び施設運営経費として９，６６１万３６０円を支出いたしました。   ４２６ページの２款、介護サービス事業費では、医薬材料費、給食業務委託料など１，６９０万９，１５２円を支出いたしました。   以上、介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第６号 平成２２年度京丹波町水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。４３０ページからでございます。   歳入総額１２億８，８２６万３，８８９円で、対前年度比１２．５％の増、歳出総額１２億７，３１７万５，８１５円で、対前年度比１３．３％の増となりました。 



 

－５０－ 

  歳入から歳出を差し引きました形式収支は、１，５０８万８，０７４円、翌年度へ繰り越すべき財源５３９万６，０００円を差し引きました実質収支額は、９６９万２，０７４円となり、形式収支、実質収支ともに黒字決算となりました。   平成２２年度末での給水件数は、７，０４１件、給水人口は１万６，４５６人となったところでございます。   歳入につきましては、事項別明細書４３５ページからでございます。   １款、分担金及び負担金、１項、分担金につきましては、新規加入３５件、５７８万１，２５０円。２項、負担金は、畑川ダム河川総合開発工事にかかる補償費が主なもので、４１４万５，２８４円の収入で、前年度より大幅な減収となりました。   ２款、使用料及び手数料の水道使用量は、総額４億８，７９９万４，９７２円の収入で、対前年度比１．７％の増となりました。   また、現年度分の徴収率は、９７．２％となったところでございます。なお、収入未済額は、７，１４０万５，０８２円となっております。   ３款、国庫支出金では、水道施設整備並びに簡易水道施設整備費補助金で、総額２，７８３万４，０００円。   ４３７ページですが、４款、府支出金では、ふるさとの水確保対策事業費補助金３，６１３万１，４００円をそれぞれ受け入れいたしました。   ６款、繰入金では、一般会計から３億２，０４９万３，０００円を、水道事業基金から１億８，３２５万９，１５９円を繰り入れいたしました。対前年度比１８．８％の増となっております。   ４３９ページでございますが、９款、町債は、統合簡易水道事業の財源といたしまして、１億９，５８０万円を借り入れました。   続きまして、４４１ページからの歳出でございます。   １款、水道管理費は、人件費、水道施設の維持管理経費をはじめ、４４４ページの中ほどの工事請負費では、京都縦貫自動車道関連町道、河川改良に伴う移設工事、また、８８件の維持補修工事代金など４，９８１万２，２９４円を支出し、１９９万７，０００円を２３年度に繰り越しております。   ４４６ページでございますが、積立金では、水道事業基金など１億２，０９５万９，０００円の積み立てをいたしております。   ２款、施設費、１目、水道施設費では、２１年度繰越事業を含めまして、統合簡易水道整備事業工事代金として１，７３９万５，７５０円。 
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  また、畑川ダム建設工事負担金として、京都府に１億３，８２８万５，０００円支出いたしております。   ４４７ページでございますが、２目、簡易水道施設費では、２１年度繰越事業を含めまして、和知地区簡易水道事業工事代金として４，５３９万４，０００円を支出。なお、施設費におきまして、７，３５６万５，０００円を２３年度に繰り越しいたしております。   ３款、公債費では、６億２，６０５万８，９１６円を償還いたしました。   以上、水道事業特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第７号 平成２２年度京丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。４４９ページからでございます。   歳入総額は、９億４，３９８万１，６５３円で、対前年度比４．４％の減、歳出総額は、９億３，６８５万２，４４３円で、対前年度比３．９％の減となりました。   歳入から歳出を差し引きました形式収支は、７１２万９，２１０円。翌年度へ繰り越すべき財源５４３万円を差し引きました実質収支額は、１６９万９，２１０円となり、形式収支、実質収支ともに黒字決算となりました。   京丹波町の下水道の状況は、町内２３処理区におきまして、計画戸数４，５２９戸、加入件数４，０１１戸、使用件数３，６７４戸で、施設使用率９１．６％となったところでございます。   また、合併処理浄化槽につきましては、設置対象基数が１，９４１基で、設置基数は１，２６７基、整備率６５．３％となりました。   それでは、歳入の主なものにつきまして、事項別明細書４５４ページから説明させていただきます。   １款、分担金及び負担金では、各事業の新規加入分担金、事業分担金として１，５８５万５，０００円を受け入れております。   ２款、使用料及び手数料、１項、使用料では、各事業合わせまして２億１，９１９万８，４７２円の収入で、対前年度比２．２％の増となりました。現年度分の徴収率は、９７．６％となったところでございます。   なお、収入未済額につきましては、３，０８５万８，９２８円となっております。   ４５８ページでございますが、３款、国庫支出金では、特定環境保全公共下水道事業、浄化槽市町村整備推進事業補助金合わせまして１，５０６万２，０００円を受けております。   ４６０ページでございますが、６款、繰入金では、一般会計からそれぞれの事業に総額４億７，４４３万７，０００円を繰り入れております。 
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  ４６２ページ、９款の町債では、総額２億９０万円を借り入れたところでございます。   次に、歳出でございます。   ４６４ページでございますが、２款、下水道費では、２１年度繰越事業を含めまして、総額３億２，０４４万２，０８１円を支出。主なものといたしまして、１項、農業集落排水費では、４６７ページでございますが、施設の維持管理にかかる委託料といたしまして、船井郡衛生管理組合などに５，６７１万８，４７０円を支出いたしました。   ２項、公共下水道費では、４６９ページ中ほどでございますが、下山処理区管路診断などの委託料といたしまして、２，４２５万９，７００円を支出。   また、施設の維持管理にかかる委託料として４７１ページでございますが、船井郡衛生管理組合などに５，８７４万６，９２５円を支出いたしました。   ３項、浄化槽市町村整備推進施設費では、４７３ページですが、１０基の浄化槽設置工事請負代金として、１，１０３万７，６００円を支出。   また、施設の維持管理にかかる委託料といたしまして、８，０５３万４，５４１円を支出いたしました。   なお、下水道費では、１，４４３万円を２３年度に繰り越しております。   ３款、公債費では、５億８，００４万４，８７３円を償還いたしております。   以上、下水道事業特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第８号 平成２２年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。４７６ページからでございます。   歳入総額５，８９２万７，５９８円、歳出総額５，８９２万６，９０４円で、形式収支、実質収支ともに６９４円の黒字決算となりました。   ４８１ページでございますが、歳入につきましては、３款、繰入金で、土地開発公社からの山野草新生産園用地の買い戻しに伴い５，８５９万９０４円を一般会計から繰り入れております。   ４８３ページの歳出につきましては、２款、事業費で歳入で繰り入れました事業用地の購入費として５，８５９万９０４円支出いたしております。   以上、土地取得特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第９号 平成２２年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。４８５ページからでございます。   歳入総額２９６万９，７６１円、歳出総額２９６万９，０００円で、歳入歳出それぞれ対前年度比４８．９％の増、形式収支、実質収支ともに７６１円の黒字決算となりました。 
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  ４９０ページ、歳入の主なものにつきましては、３款、繰入金で一般会計及び育英基金から２８８万円を繰り入れております。   ４９２ページ、歳出では、２款、育英費につきまして歳入繰入金で繰り入れました２８８万円を大学生１１名、専門性１名、高校生７名に対しまして、給付いたしております。   以上、育英資金給付事業特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１０号 平成２２年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。４９４ページからでございます。   歳入総額７，７９２万２，１８９円で、対前年度比４０．６％の減、歳出総額７，７８７万１，５３０円で、対前年度比４０．５％の減となりました。   減少の主な要因は、バス購入費の減少によるものでございます。   形式収支、実質収支ともに５万６５９円の黒字決算となりました。   ２２年度のバス一般乗客数は、延べ人数で３万８，９２３人で、一日平均１３２人の利用となりました。   それでは、事項別明細書４９９ページの歳入でございますが、１款、事業収入は、運賃収入が、１，０１５万８，１５６円、スクールバス認定路線を受託運行しております受託収入は、２，３３８万７，８５０円、合わせまして３，３５４万６，００６円の収入となりました。   ３款、繰入金では、一般会計から４，３７８万４，０００円の繰り入れを行っております。   ５０３ページからの歳出でございますが、１款、事業費は、人件費及びバス等の維持管理運営経費を主なものといたしまして、７，５５０万７，０３６円を支出し、バス購入などで１，９０９万１，０００円を２３年度に繰り越しいたしております。   以上、町営バス運行事業特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、財産に関する調書について説明させていただきます。   ５０７ページからの公有財産でございますが、土地、建物の増減の状況のみ説明させていただきます。   ５０９ページ、行政財産におけます土地及び建物でございます。   まず、その他の行政機関、警察、消防施設でございますが、土地におきまして、市森、院内、実勢地内、計３カ所の防火水槽用地の取得及び平成２０年度に南丹地区農用地総合整備事業の竹野地区ほ場整備に関連した換地処分で、地元が防火水槽用地などとして確保いただいたものについて各集落への所有権移転により９０平方メートルの減少でございます。   公共用財産、学校につきましては、建物の木造で瑞穂中学校更衣室解体により５０平方メ
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ートルの減少、非木造では、桧山小学校体育館等の改築及び瑞穂中学校体育館の改築に伴い５２６平方メートルの増加となりました。   公共用財産、その他の施設につきましては、土地におきまして、ＣＡＴＶ受信点整備用地、戸津川配水地用地、山野草新生産園用地の取得及びほ場整備にかかる換地処分で地元が公民館用地などとして確保いただいたものについて、各集落への所有権移転により、２，６１２平方メートルの増加となりました。   建物では、木造で和知地内の医師用住宅の解体により１３９平方メートルの減少、非木造では、みずほ保育所の建設により、１，１６９平方メートルの増加となりました。   続きまして、５１１ページの普通財産におけます土地及び建物でございます。   公共用財産、その他の施設、土地につきましては、４，３０３平方メートルの増加でございます。まちづくり推進用地の取得、和知支所敷地内神社代替地による譲渡等が主なものでございます。   建物の木造につきましては、本庄林業後継者住宅解体等により、６９平方メートルの減少となっております。   次に、５１４ページの物品でございますが、車両、船舶類では、消防車両の更新及び町営バス１台、公用車１台の廃車により３台の減少となりました。   事務用機械器具類では、プリンター、光送信機等の購入により４台の増加。医療、衛生器具類では、和知歯科診療所に購入いたしましたデジタル映像診断システム及び各保育所に設置いたしましたＡＥＤの購入により６台の増加。軽機械、用具類につきましては、瑞穂小学校に設置しました真空低温冷却機並びに電気式食器消毒保管機及びわちエンジェルに設置の冷凍冷蔵庫の購入により３台の増加となりました。   次に、５１５ページの基金でございますが、現金の一般会計では、主なものでは財政調整基金５億９，２０７万５，０００円、振興基金１億６，４１９万円、先行取得用地活用対策基金１億２，６２２万９，７２３円増加いたしました。   また、２２年度新たに住民生活に光をそそぐ基金を１，８００万円積み立てております。   特別会計では、施設統合に伴いグリーンハイツ簡水事業基金を廃止し、水道事業基金に積み替えました。   以上、一般会計特別会計を合わせまして８億６４４万９，８１５円の増となり、２２年度末現在高は４５億２，０４７万７，７７２円となりました。   以上、財産に関する調査の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１１号 平成２２年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算につ
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きまして、説明させていただきます。   なお、これから六つの財産区特別会計の決算説明をさせていただきますが、財産に関する調査につきましては、説明を省略させていただきます。   ５３４ページからでございます。   歳入総額１２５万１，７３９円、歳出総額１１７万６，０８７円、歳入歳出差引額、実質出資額ともに７万５，６５２円の黒字決算となったところでございます。   ５３９ページの歳入でございますが、１款の財産収入の主なものとしましては、須知地区の財産運用収入としまして、駐車場貸付料１３万円、携帯電話通信鉄塔敷地料２７万２，４８５円となっております。   ２款、寄附金では、枝打、間伐等の森林管理にかかる寄附金としまして、４２万２，０００円を受け入れております。   ３款、繰入金では、竹野地区におきまして１３万５，０００円の基金繰入を行っております。   ５４３ページ、歳出でございますが、須知地区では委員報酬のほか敬老会祝賀式、区長会への補助金としまして、４４万７，２１３円を支出、また、財政管理調整基金に１９万３，０００円を積み立てております。   竹野地区では、委員報酬のほか小学校卒業記念品の助成、また、財政管理調整基金に３，３７３円の積み立てを行っております。   以上、須知財産区特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１２号 平成２２年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ５４９ページからでございます。   歳入総額２３万７，００５円、歳出総額２１万５，３００円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに２万１，７０５円の黒字決算となりました。   ５５４ページ、歳入では、２款、寄附金２１万９，３００円、これは当財産区内７３１戸に一律３００円として寄附を集めたものが主な収入でございます。   次に、５５６ページ、歳出でございます。   委員報酬、区長報償をはじめ財政管理調整基金に６万３，０００円を積み立てております。   また、木ノ谷林道管理委託料４万円を支出しております。   以上、高原財産区特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１３号 平成２２年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算につ
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きまして、説明させていただきます。   ５６０ページでございます。   歳入総額１，８３５万３，３２７円、歳出総額１，６７４万８，５８８円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１６０万４，７３９円の黒字決算となりました。   ５６５ページ、歳入でございますが、１款、財産収入で、瑞穂ゴルフクラブをはじめとする土地貸付料１，４０６万５，５５３円が主な収入でございます。   ５６９ページの歳出でございますが、１款、総務費、１目、一般管理費では、委員報酬等のほか財政調整基金に３２１万４，０００円の積み立てを行っております。   ２目、財産管理費では、直営林保育作業委託料として３２０万円。   ５７１ページの３目、諸費では、構成地区の各団体への活動補助金や山林高度利用補助金として７４８万５，０００円を支出しております。   以上、桧山財産区特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１４号 平成２２年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ５７６ページでございます。   歳入総額６５４万１，２９８円、歳出総額６１５万５，２４７円、歳入歳出差引額、実質出資額ともに３８万６，０５１円の黒字決算となりました。   ５８１ページからの歳入でございますが、１款、財産収入では、携帯電話基地等への土地貸付収入５４６万３，１１０円が主な収入でございます。   次に、５８５ページからの歳出でございますが、１款、総務費、１目、一般管理費では委員報酬等のほか財政調整基金に１５万円の積み立てを行っております。   ２目、財産管理費で地元区へ土地貸付補償費として３１６万９，１２８円を。   また、３目、諸費では、５８８ページでございますが、振興会等の４団体に活動費として１２０万円の助成が主な支出でございます。   以上、梅田財産区特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１５号 平成２２年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ５９１ページでございますが、歳入総額５３２万９，０３７円、歳出総額４５５万４７９円、歳入歳出差引額、実質出資額ともに７７万８，５５８円の黒字決算となりました。   ５９６ページからの歳入でございますが、１款、財産収入では、地元８集落への土地貸付収入、マツタケ山入札金で８３万６，０００円。 
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  ２款、繰入金では、財政調整基金から１２２万１，０００円の繰り入れが主な収入でございます。   次に、６００ページ、歳出でございます。主な支出につきましては、１款、総務費、１目、一般管理費では、委員報酬等のほか財政調整基金に２６万円の積み立てを行っております。   ６０２ページ、３目、諸費では、地元５団体への活動補助金並びに地域振興補助金として１９６万９，７５０円を助成いたしました。   以上、三ノ宮財産区特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１６号 平成２２年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ６０６ページからでございます。   歳入総額４２６万６，９５２円、歳出総額３２９万８，７３８円、歳入歳出差引額、実質出資額ともに９６万８，２１４円の黒字決算となりました。   ６１１ページ、歳入でございますが、１款、財産収入で、地元７地区並びに３法人に対しての土地貸付料２５５万５，８７０円が主な収入でございます。   次に、６１５ページからの歳出でございますが、１款、総務費、１目、一般管理費では、委員報酬等のほか管理運営基金に１１４万１，０００円積み立てております。   ２目、財産管理費では、直営林保育作業委託料として５０万９，０００円。   ３目、諸費では、遺族会への活動補助金並びに貸付林等高度利用補助金として２７万８，０００円を支出いたしました。   以上、質美財産区特別会計の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１７号 平成２２年度国保京丹波町病院事業決算について、説明をさせていただきます。   ページを少し戻っていただきまして、５１７ページからでございます。   平成２２年度におきましては、へき地医療拠点病院の指定、地域包括医療、ケア施設認定の取得など、新たな一歩を踏み出し、保健・医療・福祉の連携を強化し、町民の皆さんが安心してご利用いただける信頼される病院づくりに努めてまいりました。   京丹波町病院の概要としましては、患者さんの動向でございますが、入院患者は延べ１万２，７０２人で、対前年度比３．４％の減、外来患者数は延べ３万５，９４３人で、対前年度比０．４％の減となりました。   それでは、決算書により説明させていただきます。   ５１９ページでございますが、損益計算書でございますが、医業収益では、入院収益が２
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億６，６０４万３２７円、外来収益は３億４，３３９万７，１８８円、その他医業収益３，８９４万６，７８９円で、合計６億４，８３８万４，３０４円となりました。   前年度と比較しまして、入院収益は３．３％の減、外来収益においても４％の減、医業収益全体で、対前年度比３．３％の減となりました。   医業外収益では、一般会計から補助金として１億１，６００万円、企業債償還利子分としての負担金交付金２，７９３万７，４１２円が主なものでございます。これらを合わせまして、病院事業収益は、８億９６万７，１３０円となりました。   次に、医業費用でございますが、主なものは、給与費が３億７，２１７万６，６３３円で、対前年度比１％の減、医薬材料費は１億９，９４３万５，７２６円で、薬品の共同購入や診療材料ＳＰＤシステムの導入により１，５００万円余り、７％の大幅な減、経費は１億２，７８６万９，０７４円で、０．５％の増など、医業費用の合計は、７億５，５５９万５，８９５円で、前年度と比較しまして、２．８％の減となったところでございます。   医業外費用では、支払利息２，７９３万７，４１２円、繰延勘定償却１，８７０万８５２円を主なものとしまして、４，８３２万３，０１９円を支出し、病院事業費用は８億３９１万８，９１４円となりました。   これによりまして、当年度純損失は２９５万１，７８４円となったところでございます。   次に、前のページの５１８ページの資本的収支でございますが、収入の他会計出資金１億１，００２万６，９９３円は、一般会計からの出資金、補助金の１７２万６，０００円は、超音波診断装置導入に伴う国庫補助金で、合計１億１，１７５万２，９９３円となりました。   支出につきましては、企業債償還金１億１，００２万６，９９３円と超音波診断装置導入にかかる建設改良費７３１万７，９４３円で、合計１億１，７３４万４，９３６円となり、収支の不足分５５９万１，９４３円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんいたしました。   以上、国保京丹波町病院事業会計の説明とさせていただきます。   これで、認定第１号から第１７号までの決算説明とさせていただきます。   ご審議いただきまして、ご承認を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長（西山和樹君） ここで代表監査委員に決算審査意見の報告を求めます。 ○代表監査委員（船越 肇君） 私どもに付されました平成２２年度京丹波町一般会計ほか、諸会計の決算審査は、過日実施させていただきました。   審査の対象、期間、方法等は提出いたしました意見書のとおりであります。一部読み上げまして、審査意見といたします。   審査の結果 
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  審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び付属書類の係数は、関係書類と符合し、正確であることを認めました。   また、予算の執行及び関連する事務の処理は、適正に行われていると認めました。   その状況及びこれらに対する審査意見は、次に述べるとおりであります。   審査意見   平成２２年度決算は、合併以降に進められた財政の健全化に対する取り組みが成果をあらわし始めたものとなっている。借金である地方債の残高は、合併年度である平成１７年度末に３８９億３，４５２万円とピークを迎えたものの、その後の積極的な繰上償還及び新規起債の発行抑制により、本年度末残高は３４３億１，５０２万７，０００円となり、４６億１，９４９万３，０００円の地方債残高の縮減に努力されている。   一方、町の貯金に当たる基金残高においては、同じく合併年度末に３３億９，２５６万３，０００円となっていたが、合併後に事務の効率化や人件費の縮減などに努められ、平成１９年度以降の４カ年は、財政調整基金を取り崩すことなく、健全な財政運営がされており、本年度末残高で５２億１，６４３万円と基金残高が１８億２，３８６万７，０００円増加している。   今後においては、地方交付税の合併特例期間終了に伴い、交付税額が約８億円縮小することが見込まれるため、より一層の歳入確保と経費節減が求められる。   特に、歳入の確保については、負担の公平性を図る観点からも、収入未済をなくす努力が必要である。町行政は民間事業者と違い、利益の追求が目的ではなく、住民の福祉向上が最大の目的であり、経費節減とのバランスを図らなければならない点を申し添え、監査意見とする。   以上であります。 ○議長（西山和樹君） それでは、ただいまより暫時休憩といたします。 休憩 午後 ２時３０分 再開 午後 ２時３０分 ○議長（西山和樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。   お諮りします。   認定第１号 平成２２年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第１７号 平成２２年度国保京丹波町病院事業決算の認定についてまでの審査については、１４人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。 
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  これにご異議ございませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（西山和樹君） 異議なしと認めます。   よって、認定第１号から認定第１７号は、１４人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査をすることに決定しました。   ただいまより、暫時休憩をいたします。 休憩 午後 ２時３１分 再開 午後 ２時３２分 ○議長（西山和樹君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。   お諮りいたします。   ただいま設置されました、決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり指名いたしたいと存じます。   ご異議はありませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（西山和樹君） ご異議なしと認めます。   よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり、選任することに決しました。   決算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いいします。   暫時休憩といたします。 休憩 午後 ２時３３分 再開 午後 ２時３４分 ○議長（西山和樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。   決算特別委員会において、正副委員長が決定いたしましたので、報告いたします。   委員長に篠塚信太郎君、副委員長に松村篤郎君、以上のとおりであります。よろしくお願いをいたします。   ただいまより、暫時休憩をいたします。   再開は、２時５０分といたします。 休憩 午後 ２時３５分 再開 午後 ２時５０分 《日程第３４、報告第３号 健全化判断比率について～日程第４２、報告第１１号 社会福祉
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法人わち福祉会に関する経営状況について》 ○議長（西山和樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。   日程第３４、報告第３号 健全化判断比率についてから日程第４２、報告第１１号 社会福祉法人わち福祉会に関する経営状況についてまでを一括議題といたします。   町長の説明を求めます。   寺尾町長。 ○町長（寺尾豊爾君） それでは、報告第３号及び第４号について説明をいたします。   報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、健全化判断比率として、次の４指標について報告するものであります。   まず、普通会計を対象とし、赤字の程度を指標化した「実質赤字比率」は、収支赤字がないため該当せず、また、財産区を除くすべての会計を対象とし、全体としての赤字の程度を指標化する「連結実質赤字比率」につきましても、収支赤字がなく該当はありません。   次の、借入金の返済額等を指標化して、資金繰りの危険度を示す「実質公債費比率」につきましては、前年度比１．８％減の１７％となっております。   なお、同比率に係る早期健全化基準は、２５％であります。   借入金や将来にわたる負担の現時点での残高を指標化し、将来の財政負担の圧迫度を示す「将来負担比率」につきましては、１５４．８％でありました。   これは、２１年度決算の１８２．８％に比べ２８ポイント改善いたしております。   なお、同比率に係る早期健全化基準は、３５０％となっております。   以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。   次に、報告第４号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、公営企業の資金不足比率を報告するものであります。   本町では、京丹波町病院事業会計、水道事業会計及び下水道事業会計が対象となりますが、いずれも該当しませんでした。   なお、同比率の経営健全化基準は、２０％となっております。   以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。   次に、地方自治法の規定による出資比率２分の１以上の法人に関する経営状況につきましては、報告第５号から報告第１１号まで順を追って報告させていただきます。   報告第５号 グリーンランドみずほ株式会社の経営状況につきましては、営業外収益等を含む総収益は、１億４，２６５万１，５９７円、運営管理に要する諸費用の合計は、１億４，００３万８，３０７円で、収支差額は２６１万３，２９０円の黒字決算となっております。 
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  事業報告でありますが、平成２２年度は、指定管理者として２年目となりました。主な事業といたしましては、公園、スポーツ施設の管理運営をはじめ、宿泊研修施設・レストランの管理運営、農林産物の販売などを行っております。   施設全体の利用者は、前年度比８．１％減、営業収入では、前年度比７％の減となりました。   主な要因といたしましては、昨年６月２８日から始まりました有料道路の無料化社会実験による影響が大きく、加えて夏の猛暑や冬季の積雪などが考えられるところであります。   会社といたしましては、こうした状況のもと、地域に密着した事業運営を掲げ組織体制の強化や社内会議の定期開催など、社員一丸となった経営に努められており、引き続き安心・安全なサービスの提供に頑張っていただけるものと期待いたしております。   なお、平成２２年度の指定管理料は、２，３００万円となっております。   報告第６号 株式会社丹波情報センターの経営状況につきましては、決算の営業外収益を含む総収益は、２，４７１万６，１０１円、運営管理に要する諸費用の合計は、２，４１６万８，３５９円で、収支差額は５４万７，７４２円の黒字決算となっております。   丹波地域の有線情報システムは、３月末をもちまして業務を終了したところでありますが、３月末時点での情報端末加入者数は、２，１８０世帯、インターネット接続サービス加入者数は１２５世帯となっております。   平成２２年度の業務といたしましては、毎日３回の告知放送と、加入者へのファクス一斉送信、インターネットシステムの管理やセンター内部及び分散局などの設備機器の点検管理をはじめ、道路工事などにより支障となりますケーブルや電柱などの移設につきまして、調査、設計、あるいは施工のすべてを町から委託を受け実施いたしております。   また、平成２３年度からのケーブルテレビ全町開局後の施設管理運営業務の委託に向け、ケーブルテレビ拡張整備に係る関連事業にも取り組まれております。   委託料としましては、町より管理運営費として１，７７７万５，０００円の支出であります。   平成２３年４月のＣＡＴＶ供用開始後は、旧施設の撤去業務に取り組むとともに、ケーブルテレビ施設の管理運営に携わっていただいております。   なお、今後の会社運営のあり方につきましては、引き続き検討してまいります。   報告第７号 財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会の経営状況につきましては、決算売上総収益は、４億１，８２２万２，３１２円、運営管理に要する諸費用の合計は、４億１，７３１万９，９９３円で、収支差額は９０万２，３１９円の黒字決算となっております。 
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  事業報告でありますが、協力会は、京都府からの指定管理を受け、丹波自然運動公園施設の管理運営全般を行っているもので、職員１９名、嘱託８名を含めた総数５３名に必要に応じ臨時職員を雇用、あるいはシルバー人材センターに業務を委託しているものであります。   公園への総入園者数は、５１万７，７１２人で、前年度比５．８％の増となっており、施設の利用料収入におきましても、前年度比６．７％の増加となっております。   夏の猛暑によるプール施設への利用者が、５８．１％増となったことが大きく影響しております。   同公園は、毎年多彩なイベントを開催するなど、利用者ニーズを的確につかみ、ＰＲ活動に努められ、多くの来場者を迎え入れております。   今後とも、健全経営に努めながら、安心・安全な施設として、より多くの方々に利用いただけるよう、管理会の一層の取り組みに期待するものであります。   報告第８号 財団法人丹波ふるさと振興公社の経営状況につきましては、経常収益８５８万２，０２７円、経常費用は９３６万２３９円で、収支差額は７７万８，２１２円の赤字となっております。   収入の主なものは、黒大豆、水稲、飼料用稲、堆肥散布に係る作業などの受託収入３４５万７５０円、戸別所得補償モデル対策交付金５３万６，０００円、町からの運営補助金４５０万円であります。   同公社は優良農地の保全や、高齢化等に対応した農作業の受託事業、特産丹波黒大豆の生産拡大、さらには飼料用稲栽培の受託事業や直営栽培などにより、地域農業の振興を図っているところであります。   報告第９号 財団法人瑞穂町農業公社の経営状況につきましては、経常収益３，８９０万６，７４３円、経常費用は３，６８２万８，８６０円で、収支差額は２０７万７，８８３円の黒字となっております。   収入の主なものは、受託事業収入１，２０６万４，７７２円、加工品販売収入２３２万６，９１０円、戸別所得補償モデル対策交付金等５６９万８０６円、町からの運営補助金１，３００万円及び機械導入補助金４０４万円であります。   同公社は、担い手の確保と育成を図り、農地の利用管理や農作業の受委託を推進するとともに、そばや飼料用米の栽培を行うなど、地域の農地保全や地域特性を生かした特産物の育成、販売等を行っております。   今後とも、地域農業の中核として、丹波、瑞穂の両公社の充実と健全経営を期待するものであります。 
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  引き続きまして、報告第１０号 財団法人和知ふるさと振興センターの経営状況につきましては、経常収益４億９，２９０万４，１１２円、経常費用は４億６，５２６万２，００５円で、税引後の収支差額は２，０７０万９，９０７円の黒字となっております。   収入の主なものは、営業収入３億９，８４６万８，４０３円、農作業受託収入４，９７８万３，８０６円、道の駅「和」の指定管理料５００万円、わち山野草の森をはじめ、町施設の管理委託料２，４９８万６，１３０円であります。   同センターは、特産品等の販売、都市住民との交流、観光レクリエーションを通じた農林水産業の振興など幅広い活動を目的に、道の駅「和」、わち山野草の森の管理運営、農作業受託事業等を行っております。   今後とも健全経営に努められながら、地域産業の振興と地域活性化が促進されることを期待するものであります。   報告第１１号 社会福祉法人わち福祉会の経営状況についてでありますが、わち福祉会は、地域の利用者が安心して施設や在宅で充実した生活ができるよう、総合的な福祉サービスの提供に努められているところであります。   介護保険事業を取り巻く状況は年々変化し、まだまだ事業運営に厳しさが見受けられる状況でありますが、介護保険事業会計では、経常収入額が３億９，１５６万７，７９１円、支出額は３億５，３００万１，７７２円で、収支差額は３，８５６万６，０１９円の黒字計上となりました。   さらに、経常経費の節減や事業の効率化に努められるとともに、事業運営の健全化を図りながら、なお一層質の高いサービスの提供を目指し、取り組まれることを期待するものであります。   以上、経営状況の報告とさせていただきます。 ○議長（西山和樹君） 以上で報告を終わります。   本報告については、明日６日、午前９時から開催いたします全員協議会において、質疑等の機会を設けますので、ご了承いただきたいと思います。   以上で本日の議事日程は、すべて終了いたしました。   よって、本日は、これをもって散会いたします。   次の本会議は、１５日に再開いたしますので、定刻までにご参集ください。   また、７日からは、各常任委員会、特別委員会が開催されます。ご苦労さまですが、よろしくお願いをいたします。   この後、議会広報特別委員会が開催されますので、委員の皆様方には、お疲れのところ、



 

－６５－ 

まことにご苦労さまでございますが、よろしくお願いをいたします。   これをもって散会をいたします。ご苦労さまでした。 散会 午後 ３時０８分 
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